
朱
長
文
『
呉
郡
図
経
続
記
』
考

稲

葉

一

区良

【
要
約
】
　
置
ハ
郡
図
譜
続
記
』
の
著
者
朱
長
文
は
北
岳
仁
週
期
か
ら
哲
冬
期
を
生
き
た
蘇
州
人
で
あ
る
。
父
の
死
後
、
十
六
年
間
、
郷
里
の
蘇
州
の
旧
居

に
定
住
、
研
鐙
生
活
を
お
く
り
多
数
の
著
述
を
残
し
た
。
『
構
想
図
経
続
記
』
は
そ
の
隠
棲
期
間
の
末
期
に
蘇
州
知
事
の
嬰
知
止
の
依
頼
を
う
け
て
撰
述

し
、
そ
の
後
任
の
章
峨
に
提
出
し
た
作
品
で
あ
る
。
朱
圏
の
蔵
書
と
彼
自
身
の
収
集
し
た
古
記
録
を
資
料
と
し
、
大
中
祥
符
中
に
編
纂
さ
れ
た
全
国
総
志
、

『
大
中
祥
符
諸
節
図
経
舳
の
一
部
『
蘇
州
図
経
吐
の
後
を
継
ぎ
、
そ
の
遺
欠
を
補
う
か
た
ち
で
著
さ
れ
た
。
史
料
批
判
を
通
じ
て
前
史
の
誤
謬
を
正
し
、

北
宋
盛
時
の
蘇
州
の
姿
を
的
確
簡
明
に
再
現
し
て
い
る
。
南
画
期
に
著
さ
れ
た
萢
成
大
『
呉
郡
志
聴
は
朱
長
文
が
韻
脚
郡
図
経
続
記
田
に
整
理
し
た
類
目

構
成
を
基
礎
に
し
て
発
展
的
に
再
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
土
地
案
内
に
属
す
る
「
地
記
」
か
ら
歴
史
叙
述
に
分
類
さ
れ
る
「
地
方
志
」
へ
の

転
換
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
彼
が
別
冊
と
し
て
編
集
し
た
「
営
門
総
集
」
は
後
代
の
地
方
志
資
料
集
の
先
駆
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
九
巻
五
号
　
二
〇
【
六
年
九
月
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は
　
じ
　
め
　
に

　
呉
郡
は
江
南
蘇
州
の
古
名
で
あ
る
。
呉
郡
図
経
続
記
と
は
、
い
か
に
も
古
色
蒼
然
と
し
て
馴
染
み
に
く
い
書
名
だ
が
、
そ
の
内
容
を
一
言
で

あ
ら
わ
せ
ば
蘇
州
文
化
小
史
の
名
が
ふ
さ
わ
し
い
。

　
呉
（
蘇
州
）
は
太
湖
よ
り
東
へ
流
出
し
た
二
本
の
河
川
、
北
の
（
山
塘
河
系
の
）
婁
江
と
南
の
胃
江
に
は
さ
ま
れ
た
空
間
に
発
達
し
た
都
市
で

あ
る
。
前
里
世
紀
末
、
春
秋
呉
の
国
都
と
し
て
創
設
さ
れ
、
漢
六
朝
を
へ
て
唐
代
に
は
五
里
四
方
の
都
市
に
発
展
、
城
内
に
は
西
部
に
豊
里
が
、
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東
部
に
長
洲
県
が
麗
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
三
十
坊
が
碁
盤
の
目
の
よ
う
に
配
置
、
水
路
網
が
計
画
的
に
整
備
さ
れ
た
。
白
居
易
は
中
唐
当
時
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
に
戸
数
十
万
、
人
口
五
十
万
の
、
股
賑
を
極
め
る
蘇
州
の
様
子
を
詠
饗
し
て
い
る
。
唐
末
・
五
代
期
に
は
折
か
ら
の
中
原
の
混
乱
を
逃
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

貴
顕
よ
り
庶
民
に
い
た
る
多
数
多
様
な
人
士
の
移
住
を
う
け
て
城
域
を
拡
張
、
四
周
を
外
城
河
で
囲
む
旧
蘇
州
城
の
か
た
ち
が
略
ぼ
整
え
ら
れ
、

城
内
に
は
南
北
四
本
、
東
西
三
本
の
基
幹
水
路
を
軸
に
無
数
の
運
河
が
網
目
の
よ
う
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
。
石
刻
「
平
平
図
」
は
南
宋
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

作
成
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
城
内
の
様
相
を
今
日
に
伝
え
て
い
る
。
蘇
州
は
、
西
に
景
勝
の
虎
丘
・
天
平
山
・
霊
岩
山
を
ひ
か
え
、
三
方
を

湖
水
に
か
こ
ま
れ
、
水
稲
を
は
じ
め
農
水
産
物
に
富
み
、
江
南
運
河
の
要
地
で
も
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
各
地
の
様
々
な
物
産
が
集
積
、
温
暖
な

気
候
に
も
恵
ま
れ
て
江
南
の
大
都
市
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
中
国
で
は
俗
に
「
天
に
天
堂
、
地
に
上
図
あ
り
」
と
い
い
、
蘇
州
は
杭
州
と
と
も
に
地
上
の
天
国
と
呼
ば
れ
る
。
著
者
朱
長
文
の
生
き
た
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

代
の
蘇
州
は
正
し
く
地
上
の
楽
園
で
あ
っ
た
。
し
か
し
著
者
の
没
後
三
十
年
、
蘇
州
は
そ
の
対
極
た
る
地
獄
の
惨
劇
に
見
舞
わ
れ
る
。
そ
の
意

味
で
は
、
本
書
に
描
か
れ
た
蘇
州
の
光
景
は
風
前
の
燈
火
に
も
似
た
は
か
な
い
夢
幻
の
世
界
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
『
呉
郡
図
経
緯
記
』
（
以
下
、
欄
続
記
』
と
略
称
）
は
北
豊
代
に
著
さ
れ
た
現
存
最
古
の
簿
記
で
あ
る
。
縫
代
以
来
、
地
図
付
き
の
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

地
案
内
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
図
経
が
各
地
で
著
さ
れ
た
が
、
多
く
の
地
記
が
亡
ん
だ
中
に
あ
っ
て
、
『
続
記
』
は
簡
潔
で
古
雅
の
文
章
と
簡
明
・

的
確
に
描
か
れ
た
歴
史
世
界
像
に
よ
っ
て
今
日
に
伝
わ
る
貴
重
な
作
品
で
あ
る
。
本
書
の
歴
史
的
意
義
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
地
方
志
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

歴
史
に
お
い
て
『
続
記
』
は
筆
記
か
ら
方
志
へ
の
転
換
点
に
位
置
し
て
い
る
。
小
考
で
は
、
そ
の
転
換
過
程
の
考
察
を
通
し
て
、
後
に
歴
史
叙

述
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
方
志
の
特
質
に
せ
ま
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
な
お
呉
地
の
地
方
志
の
歴
史
に
関
し
て
は
秋
山
元
秀
「
中
国
方
志
論
序
説
－
呉
の
方
志
を
通
じ
て
一
」
（
藁
方
学
報
』
五
二
冊
、
一
九
八

○
年
）
が
古
代
の
地
記
か
ら
南
宋
の
方
志
『
呉
郡
志
』
ま
で
の
発
展
過
程
を
跡
づ
け
て
お
り
、
『
首
記
』
の
項
目
の
立
て
方
に
後
の
『
呉
郡
志
』

と
の
共
通
性
を
見
出
し
、
方
志
へ
の
方
向
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
小
考
は
そ
れ
を
ふ
ま
え
る
。
ま
た
『
続
記
』
に
関
し
て
は
す
で
に
王
瑞
来

「《

煢
謳
}
経
続
記
》
考
述
」
（
『
蘇
州
大
学
丁
重
一
九
八
八
年
四
期
）
が
朱
長
文
の
生
平
と
著
述
、
『
続
記
』
の
編
纂
、
そ
の
刻
刊
・
版
本
な
ど
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基
本
的
な
事
柄
を
網
羅
し
て
い
る
。
小
考
は
王
氏
論
文
に
示
唆
を
得
つ
つ
も
、

併
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

①
　
白
居
易
「
九
日
宴
集
酔
題
郡
白
雲
呈
周
股
二
判
富
」
翁
慮
居
易
集
㎞
巻
二
一
）

　
に
は
宝
暦
元
（
八
二
五
）
年
九
月
、
蘇
州
刺
史
と
し
て
赴
任
ま
も
な
い
時
期
の
蘇

　
州
の
街
の
様
相
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。

半
配
愚
艦
起
四
顧

遠
近
高
低
寺
問
出

水
道
腺
分
樟
鱗
次

人
蝦
紫
色
無
冠
艀

自
問
有
何
才
与
政

七
堰
八
門
六
十
坊

東
西
南
北
橋
梱
望

里
闘
棋
布
城
二
方

十
里
一
片
青
熟
笹

高
評
大
館
居
中
央

　
と
。
暮
色
せ
ま
る
城
内
に
は
林
立
す
る
官
庁
公
舎
・
寺
院
仏
閣
・
民
家
楼
屋
・
橋

　
梁
が
連
な
り
、
網
目
状
に
開
通
せ
る
運
河
に
は
舟
筋
が
問
断
な
く
行
き
交
い
、
人

　
煙
に
け
ぶ
る
賑
や
か
な
街
の
姿
が
う
か
が
え
る
。
ち
な
み
に
「
登
心
門
閑
望
」

　
（
巻
二
四
）
で
は
「
十
万
夫
家
供
課
税
、
五
千
子
弟
守
封
艦
」
と
詠
っ
て
お
り
、

　
当
時
、
戸
数
十
万
、
＝
戸
五
口
と
し
て
五
十
万
人
が
居
住
、
衛
卒
五
千
の
守
備
し

　
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

②
高
村
雅
彦
「
蘇
州
の
都
市
計
魎
と
騰
発
の
歴
史
」
（
『
中
国
江
南
の
年
と
く
ら
し

　
1
水
の
ま
ち
の
環
境
形
成
一
画
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
第
三
章
）
。

③
加
藤
繁
「
蘇
州
今
昔
」
（
喝
支
那
学
錐
鑑
生
活
社
、
一
九
四
四
年
）
お
よ
び
礪

　
波
護
「
胴
裏
時
代
に
お
け
る
蘇
州
」
（
遡
中
国
近
世
の
都
市
と
文
化
隔
京
都
大
学
人

　
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
四
年
）
、
附
図
の
拓
影
も
参
照
。
た
だ
し
「
平
江
図
」

　
は
金
軍
侵
略
よ
り
復
興
後
の
姿
で
あ
る
。

史
学
史
的
観
点
か
ら
『
続
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
解
明
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

④
醐
呉
郡
志
㎞
豊
門
〇
雑
志
に
は
門
楽
日
、
天
上
天
堂
、
地
下
蘇
杭
。
（
…
）
則
在

　
唐
時
、
部
隊
繁
雄
、
固
為
漸
右
第
一
突
」
と
い
う
。

⑤
屡
志
豪
「
従
坊
市
遺
鮭
出
土
文
物
両
毛
代
蘇
州
城
市
経
済
発
展
」
（
榊
学
術
月

　
刊
㎞
　
　
九
八
○
年
一
二
期
）
お
よ
び
梁
庚
発
「
宋
元
時
代
的
蘇
州
」
（
『
文
史
哲
学

　
報
㎞
三
一
期
、
一
九
八
二
年
）
、
西
岡
弘
晃
門
宋
代
蘇
州
の
農
業
水
利
と
運
河
水

　
利
」
（
『
中
国
水
利
史
の
研
究
』
森
田
明
（
編
）
国
害
刊
行
会
、
一
九
九
五
年
）
、

　
劉
民
英
門
蘇
州
城
市
興
起
和
語
貧
的
歴
史
地
理
基
礎
」
（
『
中
圏
歴
史
地
理
論
叢
』

　
二
〇
〇
〇
年
～
輯
）
は
当
時
の
蘇
州
の
社
会
・
経
済
・
文
化
の
水
準
の
高
さ
豊
か

　
さ
を
各
方
面
か
ら
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

⑥
　
般
に
は
後
漢
以
後
、
各
地
で
著
さ
れ
た
国
管
・
州
志
・
地
盤
・
彊
記
・
図

　
経
・
風
俗
伝
・
誉
旧
伝
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
の
地
方
志
を
地
記
の
名
で
総
称

　
す
る
。
図
経
は
後
漢
期
の
『
巴
郡
図
経
㎞
を
噛
矢
と
す
る
が
、
と
く
に
階
代
以
後
、

　
北
宋
・
南
宋
初
期
ま
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
倉
修
良
「
地
記
与
圏
経
」
（
嘲
倉
修
良

　
探
方
志
紬
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
。

⑦
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
地
方
志
の
う
ち
、
州
・
県
・
郷
な
ど
の
土
地
案
内
に
属
す

　
る
も
の
を
地
溝
と
し
、
土
地
の
記
述
か
ら
人
物
伝
を
独
立
さ
せ
、
人
文
現
象
に
比

　
重
を
お
い
た
も
の
を
方
志
と
し
て
区
別
す
る
。

⑧
拙
著
『
中
国
史
学
史
の
研
究
』
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
第

　
五
部
「
地
方
志
の
発
展
」
の
高
階
の
部
分
を
補
足
す
る
も
の
で
あ
る
。
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［
　
朱
長
文
の
生
平
と
学
問
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朱
長
文
（
　
〇
四
一
～
一
〇
九
八
）
は
字
を
伯
原
と
い
い
、
北
宋
朝
、
仁
宗
の
慶
暦
元
年
、
（
後
の
）
光
禄
寺
卿
、
朱
公
緯
の
長
子
と
し
て
当
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
江
南
東
道
（
現
在
の
江
蘇
省
）
蘇
州
呉
手
に
生
ま
れ
た
。
朱
圏
は
い
わ
ゆ
る
影
野
の
四
姓
、
朱
・
張
・
顧
・
陸
の
一
で
あ
る
。
彼
の
属
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

朱
筆
の
先
で
譜
遡
上
、
具
体
的
に
遡
れ
る
の
は
高
祖
の
滋
だ
が
、
朱
～
族
が
蘇
州
に
落
ち
着
い
た
の
は
三
代
前
で
あ
る
。
大
腰
億
は
宋
の
太
宗

に
仕
え
て
内
殿
崇
班
、
三
門
祇
候
・
守
畠
州
（
贈
刑
部
尚
書
）
と
な
り
、
蘇
州
呉
県
南
峯
山
西
に
葬
ら
れ
た
と
見
え
る
。
父
公
緯
は
萢
仲
仕
の

高
弟
と
な
り
進
士
に
及
第
、
知
彰
州
、
広
済
軍
を
経
て
知
斜
州
、
光
禄
寺
卿
に
至
っ
た
。
民
に
慕
わ
れ
た
が
、
「
知
謀
才
術
あ
る
も
、
未
だ
其

の
用
を
尽
く
さ
ず
」
と
さ
れ
る
。
公
書
の
蒔
、
朱
氏
は
蘇
州
城
内
西
北
部
の
鳳
鳳
蝶
集
祥
里
（
後
の
楽
闘
坊
）
に
、
五
代
呉
越
の
広
陵
王
元
瞭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
禅
林
（
金
谷
園
）
の
一
部
を
購
入
、
居
宅
と
し
た
。
た
だ
し
南
緯
は
百
代
の
一
般
の
宮
僚
と
同
様
、
一
時
的
に
帰
郷
す
る
以
外
は
、
任
地
を

転
々
と
移
動
し
て
お
り
、
一
家
も
そ
の
官
途
に
岡
縛
し
た
か
ら
、
長
文
が
こ
の
郷
里
集
荘
園
に
定
住
す
る
の
は
煕
寧
十
（
　
〇
七
七
）
年
、
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

緯
の
去
世
以
後
の
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
朱
長
文
は
幼
時
か
ら
好
古
と
読
書
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
が
、
十
五
歳
、
志
学
の
年
、
彼
は
仁
人
皇
帝
の
太
学
振
興
策
の
下
、
孫
復
が
太
学
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

春
秋
学
を
講
じ
て
い
る
の
を
知
り
、
東
京
開
封
府
に
出
て
、
孫
復
と
胡
瑳
に
師
事
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
初
め
孫
復
と
石
介
と
は
そ
れ
ぞ
れ
泰
山
、
祖
秣
山
の
麓
で
在
野
の
学
者
と
し
て
名
を
な
し
、
慶
暦
一
＝
～
〇
四
二
）
年
、
芸
態
俺
と
富
弼
の

推
薦
で
校
書
函
・
国
子
監
直
講
に
登
用
さ
れ
、
逓
英
閣
で
そ
れ
ぞ
れ
春
秋
、
易
を
講
じ
た
。
石
介
は
間
も
な
く
（
五
年
）
病
卒
、
孫
復
も
事
に

坐
し
て
～
時
、
地
方
に
回
さ
れ
た
が
、
至
和
年
間
に
は
趙
概
ら
十
数
人
の
上
言
で
国
子
監
直
壁
に
復
帰
、
新
た
に
登
用
さ
れ
た
胡
町
と
と
も
に

　
　
　
　
　
　
⑦

講
義
を
担
当
す
る
。
孫
復
ら
は
、
中
唐
の
春
秋
学
者
啖
助
・
趙
匡
・
陸
淳
ら
の
批
判
精
神
を
受
け
継
ぎ
、
訓
詰
学
的
経
書
解
釈
を
廃
し
、
経
世

済
民
の
立
場
か
ら
経
書
解
釈
に
新
意
を
盛
っ
た
こ
と
が
当
時
の
世
情
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
鐸
々
た
る
学
者
、
王
哲
、
劉
散
、

選
取
、
欧
陽
脩
、
蘇
轍
、
程
願
ら
も
そ
の
影
響
を
受
け
て
春
秋
学
の
研
鎭
に
没
頭
し
、
そ
れ
ぞ
れ
著
述
を
も
の
す
る
ま
で
に
な
る
。
彼
ら
の
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⑧

『
春
秋
』
研
究
は
や
が
て
経
書
解
釈
に
新
風
を
ま
き
お
こ
し
て
経
学
全
体
を
活
性
化
し
、
新
儒
学
宋
学
発
展
へ
の
導
火
線
と
な
る
。
そ
の
意
昧

で
い
わ
ゆ
る
宋
学
の
勃
興
は
孫
復
ら
春
秋
学
者
の
活
動
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

　
朱
長
文
は
至
和
元
（
一
〇
五
四
）
年
、
孫
復
と
胡
暖
の
農
舎
に
日
参
し
て
春
秋
学
と
易
学
を
学
ん
だ
が
、
里
美
は
翌
々
嘉
祐
元
年
に
は
病
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

致
仕
（
四
年
置
六
十
七
歳
で
死
去
）
、
孫
復
も
二
（
～
〇
五
七
）
年
七
月
に
病
卒
し
た
（
六
十
六
歳
）
。
朱
長
文
が
胡
媛
と
孫
復
に
師
事
し
た
期
間
は

二
年
な
い
し
三
年
の
短
い
期
間
で
あ
っ
た
が
、
多
感
な
少
年
時
代
に
篤
学
者
の
晩
年
の
讐
咳
に
接
し
た
こ
と
は
彼
の
学
問
に
、
あ
る
い
は
そ
の

後
の
生
き
様
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
長
文
は
嘉
祐
四
（
一
〇
五
九
）
年
、
十
九
歳
で
科
挙
に
応
じ
、
進
士
乙
科
に
及
第
（
吏
音
質
年
未
即
用
）
。
翌
年
、
秘
書
省
校
書
郎
・
守
許
州
司

戸
参
軍
に
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
の
、
前
年
、
落
馬
し
て
足
疾
を
得
た
の
を
理
由
に
就
任
を
辞
退
。
そ
の
後
は
父
の
面
子
の
話
も
弟
に
譲
っ
て
家
居

⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
、
父
の
左
右
に
あ
っ
て
研
究
に
励
ん
だ
。
煕
寧
末
、
三
十
七
歳
の
時
、
父
の
死
に
会
い
、
郷
里
呉
門
で
大
喪
奉
終
の
礼
を
治
め
て
以
後
は
集

祥
里
の
第
宅
に
あ
っ
て
「
弟
妹
を
撫
育
し
、
窪
く
婚
嫁
さ
せ
」
、
長
兄
と
し
て
の
責
務
を
は
た
す
～
方
、
「
安
貧
楽
道
。
旧
圃
に
因
り
て
塁
樹
を

　
⑭

葺
い
」
、
逡
経
と
名
づ
け
た
書
堂
で
、

　
　
余
の
此
の
圃
に
お
け
る
や
、
朝
に
則
ち
（
伏
）
義
・
文
（
王
）
の
易
・
孔
氏
の
春
秋
を
論
し
、
詩
書
の
精
微
を
索
め
、
礼
楽
の
度
数
を
明
ら
か
に
し
、
夕

　
　
べ
に
は
群
史
を
滝
覧
、
百
氏
を
歴
観
し
、
古
人
の
是
非
を
考
え
、
前
史
の
得
失
を
正
せ
り
。
（
「
苗
圃
記
」
隅
楽
圃
余
生
漏
里
謡
）

と
て
、
読
書
三
昧
の
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
の
九
年
に
お
よ
ぶ
隠
棲
生
活
に
お
い
て
彼
が
手
が
け
た
事
業
を
大
別
す
れ
ば
、
幼
時

か
ら
の
好
古
趣
味
、
古
物
の
収
集
・
整
理
と
そ
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
『
閲
古
平
編
輪
の
作
成
で
あ
り
、
そ
の
延
長
と
も
い
う
べ
き
『
続

記
』
の
編
修
（
後
述
）
、
音
楽
と
政
事
と
の
関
わ
り
を
ま
と
め
た
『
琴
史
』
の
撰
述
、
そ
し
て
若
き
日
に
師
事
し
た
春
秋
学
者
、
孫
復
の
学
説

を
継
承
・
発
展
さ
せ
た
『
春
秋
通
志
馳
の
撰
述
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
朱
氏
の
書
堂
瓦
経
に
は
蔵
書
が
二
万
巻
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
彼
は
そ
れ
ら
に
加
え
、
独
自
に
収
集
し
た
資
料
を
利
用
し
て
研
究
を
す
す
め
た

の
で
あ
る
。
朱
長
文
は
古
人
の
遺
文
を
丁
寧
に
整
理
し
『
閲
古
楽
編
』
に
ま
と
め
た
が
、
注
目
す
べ
き
は
彼
の
遺
文
収
集
の
目
的
が
歴
史
の
資
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料
を
保
存
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
余
、
少
く
し
て
古
を
学
ぶ
。
凡
そ
古
人
の
文
、
求
め
て
之
を
読
ま
ざ
る
な
く
、
又
た
従
っ
て
之
を
蔵
す
。
其
の
書
を
好
む
こ
と
、
其
の
文
の
如
し
。
（
…
）

　
　
山
窟
王
よ
り
以
来
、
下
、
秦
漢
器
量
階
唐
を
歴
て
本
朝
に
至
る
ま
で
、
諸
公
の
　
、
皆
な
有
せ
ざ
る
な
し
。
是
に
お
い
て
精
を
哀
め
奇
を
撮
り
、
刀
筆
、

　
　
手
に
在
り
、
気
勢
行
綴
、
寄
文
を
失
わ
ず
、
冊
あ
り
軸
あ
り
て
悉
く
其
の
宜
に
随
い
、
斯
れ
亦
た
勤
む
。
裏
め
て
之
を
旧
し
、
名
づ
け
て
閲
古
二
丈
と
日

　
　
う
。
蓋
し
独
り
其
の
墨
妙
を
取
る
の
み
な
ら
ず
、
亦
た
将
に
以
て
前
代
の
異
聞
を
広
げ
、
旧
史
の
一
斗
を
正
さ
ん
と
す
る
な
り
。
（
「
無
煙
叢
叢
序
」
魍
楽
圃

　
　
余
藁
』
巻
七
）

な
る
記
述
を
み
れ
ば
、
彼
の
古
物
収
集
が
単
な
る
玩
趣
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
歴
史
資
料
の
不
備
を
補
充
す
る
こ
と
、
よ
り
充
実
し

た
歴
史
像
の
再
構
成
を
期
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
（
第
三
章
参
照
）
。

　
九
年
間
の
研
鎭
生
活
の
中
で
彼
が
最
も
心
血
を
注
い
だ
の
は
春
秋
学
の
研
究
で
あ
っ
た
。
彼
は
先
師
背
離
の
所
説
を
継
承
、
唐
の
先
導
、
啖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

助
・
趙
匡
・
陸
淳
三
氏
の
説
に
遡
っ
て
所
説
の
蒼
蒼
を
追
究
、
天
暦
以
後
の
春
秋
研
究
に
も
当
た
っ
て
、
諸
家
の
学
説
を
整
理
し
、
そ
れ
ら
を

発
展
的
に
ま
と
め
『
春
秋
通
志
』
を
構
想
す
る
ま
で
に
な
る
（
「
春
秋
通
志
序
」
）
。
し
か
し
彼
の
研
鐙
に
没
頭
し
た
煕
寧
・
元
豊
期
は
王
安
石
の

主
導
す
る
新
法
党
政
権
の
時
代
で
あ
り
、
聖
訓
石
独
自
の
経
学
観
に
も
と
づ
い
て
経
書
の
選
別
が
行
わ
れ
た
。
『
無
官
』
へ
の
独
自
の
注
解
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

も
と
つ
く
制
度
改
革
は
評
価
の
分
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
選
別
の
被
害
の
大
き
か
っ
た
の
は
春
秋
学
で
あ
る
。
彼
の
、
春
秋
即
「
断
欄
朝

　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

報
」
論
に
よ
り
『
春
秋
』
は
五
経
か
ら
外
さ
れ
、
科
挙
の
試
験
科
目
か
ら
も
排
除
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
慶
暦
以
来
の
顕
学
、
春
秋
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
一
転
し
て
廃
学
と
な
っ
た
。
当
然
、
新
法
党
政
権
の
下
で
は
彼
の
研
究
も
評
価
の
さ
れ
よ
う
が
な
か
っ
た
。

　
長
文
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
い
わ
ゆ
る
旧
法
党
政
権
の
下
に
お
い
て
で
あ
る
。
元
僧
号
（
一
〇
八
六
）
年
、
春
秋
学
が
復
活
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
及
ん
で
、
彼
は
蘇
賦
ら
の
推
薦
で
蘇
州
学
教
授
に
迎
え
ら
れ
、
か
く
て
三
十
年
来
の
藏
蓄
を
傾
け
て
春
秋
学
を
講
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。
八

年
の
州
学
教
授
の
後
、
紹
聖
徳
（
一
〇
九
四
）
年
、
朱
長
文
は
開
封
府
の
太
学
に
迎
え
ら
れ
、
太
学
博
士
と
し
て
改
め
て
春
秋
学
を
講
じ
、
最

終
的
に
闘
春
秋
通
志
』
二
十
巻
を
ま
と
め
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
胡
媛
に
学
ん
だ
易
学
は
『
易
経
解
』
六
巻
に
結
実
し
た
。
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長
文
は
春
秋
学
を
最
も
得
意
と
し
た
が
、
無
論
、
講
義
は
他
の
経
書
に
も
及
ん
だ
。
「
六
経
、
皆
な
弁
説
あ
り
」
（
「
墓
誌
銘
」
）
と
さ
れ
、
「
春

秋
・
洪
範
・
中
庸
を
講
ず
る
や
、
学
者
、
無
慮
数
百
な
り
」
（
同
上
）
と
見
え
る
。
深
い
学
殖
に
裏
付
け
ら
れ
た
彼
の
講
義
に
は
多
く
の
学
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
集
ま
っ
た
。
春
秋
学
の
最
終
講
義
に
は
知
府
や
諌
議
大
夫
ま
で
も
が
聴
講
に
出
席
し
た
と
あ
る
。
太
学
に
お
け
る
講
義
の
盛
況
ぶ
り
が
う
か

が
え
る
。
そ
の
後
、
宣
徳
郎
を
経
て
秘
書
省
正
字
（
兼
枢
密
院
編
修
文
字
）
に
遷
り
、
論
宗
の
中
夏
初
年
二
月
、
疾
を
得
、
望
郷
の
想
い
に
と
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

わ
れ
つ
つ
、
そ
の
官
に
五
十
八
年
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

朱長文『呉一図経続記」考（稲葉）

①
朱
長
文
の
生
卒
年
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
陳
輩
出
「
朱
長
文
散

　
考
三
則
扁
（
『
歴
史
文
献
研
究
』
三
二
輯
、
二
〇
＝
篇
年
）
の
説
に
従
う
。

②
門
朱
氏
世
譜
」
（
『
楽
圃
余
鶴
川
巻
九
）
。

③
楽
躍
の
縁
起
を
「
楽
圏
記
」
（
『
楽
圃
余
響
㎞
巻
六
）
は
「
始
銭
氏
時
、
広
陵
王

　
元
瞭
者
、
実
守
姑
蘇
、
好
治
林
野
。
其
諸
子
狗
其
所
好
、
各
因
隙
地
而
営
之
、
為

　
台
為
沼
。
今
城
中
遺
出
頗
有
存
者
、
吾
圃
亦
其
一
也
。
重
氏
去
国
、
圃
為
田
居
、

　
更
数
一
塁
。
慶
暦
中
、
藁
家
祖
母
呉
夫
人
単
軸
得
之
。
先
大
欲
与
叔
父
或
游
或
学

　
焉
」
と
い
う
。
か
つ
て
の
銭
氏
の
館
林
が
朱
鷺
の
所
有
に
帰
し
た
の
は
祖
母
呉
氏

　
の
購
入
に
よ
る
。
㎎
（
洪
武
）
蘇
州
府
志
』
巻
罪
跡
博
戦
に
は
「
楽
圃
、
在
雍
煕
寺

　
之
西
、
宋
（
朱
）
伯
原
結
滞
、
（
…
）
郷
人
成
尚
其
名
徳
。
知
重
藤
皓
表
為
楽
圃

　
坊
」
と
見
え
る
。

④
王
瑞
来
「
呉
郡
図
径
続
記
樹
果
扁
（
前
掲
）
。

⑤
門
春
秋
通
志
序
」
（
隅
楽
圃
余
藁
』
幕
議
）
に
は
「
慶
畠
中
、
山
事
皇
帝
鋭
意
図

　
治
以
庫
序
幕
教
化
之
本
。
予
是
興
崇
重
学
、
首
魁
天
下
、
廼
浄
石
守
道
干
役
棟
、

　
召
書
屋
並
子
泰
山
之
賜
、
蔵
主
講
席
。
明
復
以
春
秋
、
守
道
以
易
学
。
士
大
夫
翁

　
然
向
風
、
先
経
町
而
後
華
藻
」
と
い
う
。

⑥
門
春
秋
通
志
序
」
（
前
掲
）
に
は
「
歯
間
申
、
復
与
胡
翼
之
並
為
国
子
監
直
講
、

　
翼
之
講
易
、
更
直
一
日
。
長
文
年
在
志
学
、
好
治
三
二
、
略
究
得
失
、
倉
造
二
先

　
生
寮
舎
、
授
両
津
大
義
、
干
春
秋
尤
勤
、
未
幾
、
明
復
以
病
居
家
」
と
見
え
、
ま

　
た
「
墓
誌
銘
」
に
は
「
泰
山
歯
軸
復
講
春
秋
干
太
学
、
往
黒
髪
。
明
復
踵
之
。
先

　
生
魚
無
所
不
知
、
尤
深
干
春
秋
」
と
見
え
る
。

⑦
欧
湯
脩
門
孫
明
復
先
生
墓
誌
銘
偏
（
『
欧
陽
惰
全
集
』
鼠
講
9
、
朱
長
文
「
春

　
秋
通
志
序
」
（
前
掲
）
。
「
墓
誌
銘
扁
で
は
孫
復
は
詩
を
講
じ
た
こ
と
に
な
っ
て
い

　
る
が
、
門
春
秋
通
志
序
」
で
は
春
秋
を
講
じ
た
と
す
る
。

⑧
諸
橋
轍
次
「
春
秋
学
の
勃
興
」
（
『
儒
学
の
目
的
と
宋
儒
（
慶
暦
至
慶
元
百
六
十

　
年
間
）
の
活
動
㎞
『
諸
橋
轍
次
著
作
集
㎞
第
一
巻
、
大
修
館
書
店
、
一
九
七
五
年
、

　
初
版
一
九
二
九
年
、
第
二
章
第
二
節
）
お
よ
び
宋
鼎
宗
「
両
為
春
秋
名
家
概
述
」

　
（
『
春
秋
宋
学
発
駅
』
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
第
三
・
四
章
）
、
拙
稿

　
翼
歴
年
図
瞳
と
『
通
志
雛
（
『
中
国
史
学
史
の
研
究
㎞
前
掲
）
。

⑨
欧
陽
脩
門
胡
先
生
墓
表
縣
（
『
欧
陽
脩
全
集
㎞
巻
二
五
）
。

⑩
欧
陽
脩
「
孫
明
復
先
生
墓
誌
銘
」
（
前
掲
）
。

⑪
　
里
言
「
楽
圃
先
生
墓
表
」
（
魍
宝
晋
英
光
集
』
巻
七
、
以
下
、
門
墓
表
㎏
と
略
称
）

　
は
「
十
九
歳
、
登
乙
科
、
二
足
不
諸
説
吏
」
と
い
い
、
「
墓
誌
銘
」
は
「
擢
嘉
祐

　
四
年
進
士
第
。
吏
部
限
年
未
語
用
。
時
光
禄
公
守
彰
。
先
生
不
挨
宴
帰
。
州
人
栄

　
之
。
既
冠
。
除
秘
書
省
校
書
郎
・
守
許
州
司
戸
参
画
。
誰
有
美
辞
。
先
生
無
他
疾
、

　
第
雨
足
不
黄
帝
。
非
行
甲
所
固
隠
二
一
と
い
う
。

⑫
煕
密
工
○
（
～
〇
七
七
）
年
「
与
露
量
書
」
（
噸
楽
圃
余
藁
』
巻
帯
）
。

⑬
「
墓
誌
銘
縣
（
前
掲
）
に
「
先
生
逮
光
禄
公
損
館
、
左
右
凡
二
十
年
、
以
孝
称
駄
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と
見
え
る
。

⑭
「
墓
誌
銘
」
（
前
掲
）
。
宋
史
興
四
四
四
本
伝
は
「
築
濡
燕
圃
坊
、
著
書
閲
古
」

　
と
す
る
が
、
時
期
を
明
ら
か
に
し
な
い
。
「
墓
誌
銘
」
に
よ
れ
ば
旧
居
の
葺
き
替

　
え
で
す
ま
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑮
「
墓
誌
銘
」
（
繭
掲
）
。

⑯
　
宋
磁
宗
「
両
宋
春
秋
名
家
概
述
」
（
前
掲
）
、
拙
稿
轟
歴
年
図
触
と
欄
通
志
鷺

　
（
前
掲
）
。
な
お
門
春
秋
通
志
序
」
（
前
掲
）
に
は
「
長
文
年
在
志
学
、
好
治
三
伝
、

　
略
究
得
失
、
（
…
）
未
幾
、
明
復
以
病
三
家
。
錐
不
得
卒
業
、
而
緒
余
精
義
、
不

　
敢
忘
廃
。
頗
欲
著
書
以
輔
翼
所
説
、
而
嬰
疾
弗
逞
也
」
と
見
え
る
。

⑰
唇
妻
重
二
「
王
安
石
『
周
官
新
義
謡
の
考
察
」
（
隅
中
国
古
代
遺
制
研
究
隔
京
都

　
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
五
年
）
。

⑱
黄
仲
炎
㎎
春
秋
通
説
㎞
序
に
策
春
秋
）
劉
知
幾
有
虚
受
血
悪
之
誘
、
王
安
石

　
有
断
欄
朝
報
之
顕
」
と
見
え
る
。
王
応
麟
『
困
学
紀
聞
』
甚
六
春
秋
「
王
介
甫
答

　
韓
求
仁
問
春
秋
日
云
々
」
条
を
参
照
。
王
安
石
の
『
春
秋
幅
に
対
す
る
屈
折
し
た

　
認
識
に
つ
い
て
は
斎
木
哲
郎
「
王
安
石
の
経
学
と
『
春
秋
輪
緒
論
」
（
『
鳴
門
教
育

　
大
学
研
究
紀
要
臨
一
九
巻
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。

⑲
『
続
資
治
通
鑑
長
編
騙
巻
～
＝
一
〇
、
楽
団
四
年
二
月
上
巳
朔
の
粂
に
「
今
定
買

　
挙
新
制
、
進
士
罷
詩
賦
・
帖
経
・
墨
義
、
各
占
治
詩
・
書
・
易
・
虚
礼
・
礼
記
　

　
経
、
兼
以
論
語
・
孟
子
」
と
見
え
る
。

⑳
　
「
春
秋
通
志
序
」
（
前
掲
）
に
「
煕
睡
中
、
王
子
公
乗
政
、
以
詩
書
易
選
取
天
下

二
　
『
太
平
簑
宇
記
』
と
『
大
中
祥
符
諸
州
図
経
』

　
士
、
置
春
秋
不
稽
。
蓋
病
三
家
之
説
紛
糾
而
難
弁
也
。
由
是
学
者
砦
不
復
治
此
経
。

　
独
余
子
憂
患
顛
浦
之
間
、
篤
志
干
是
」
と
見
え
る
。
孫
復
は
『
春
秋
』
を
ば
孔
子

　
の
手
に
な
る
も
の
、
詩
書
礼
楽
に
代
わ
る
べ
き
も
の
と
す
る
の
に
対
し
、
王
安
石

　
は
之
を
断
欄
の
朝
報
と
し
、
決
定
的
に
対
立
す
る
。

⑳
蘇
頼
「
薦
朱
長
文
箭
子
」
（
『
蘇
執
文
集
』
巻
二
七
）
。
な
お
こ
の
扇
子
に
は

　
「
其
人
行
年
五
十
余
、
昔
理
訴
疾
、
今
塩
鯨
履
」
と
あ
り
、
こ
の
時
点
で
は
足
疾

　
は
癒
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

⑫
　
「
春
秋
逓
志
序
」
（
前
掲
）
に
「
会
元
祐
初
、
詔
復
立
子
学
宮
、
而
余
被
弾
掌
教

　
呉
門
。
事
忌
首
講
大
経
、
以
授
学
者
、
兼
取
三
伝
而
折
衷
其
是
、
労
再
認
・
趙
・

　
陸
海
諸
家
之
義
、
而
推
演
寝
藁
格
言
、
蝋
管
之
補
綴
得
之
説
。
不
二
歳
講
終
獲
麟
。

　
紹
聖
初
、
被
召
為
太
学
博
士
、
夕
露
此
経
、
廼
衷
其
所
録
、
総
計
二
十
巻
、
名
之

　
通
志
」
と
見
え
る
。
『
宋
史
幅
巻
二
〇
二
芸
文
志
一
春
秋
類
に
朱
長
文
『
春
秋
通

　
志
撫
二
〇
巻
を
著
録
。

⑬
　
門
春
秋
終
講
伏
蒙
知
府
諌
議
臨
席
視
学
罪
証
労
諸
生
謹
短
小
詩
野
栄
」
（
『
楽
醗

　
余
藁
甑
巻
一
）
参
照
。

⑭
　
『
長
編
㎞
巻
四
九
五
元
符
元
年
三
月
の
条
に
「
詔
早
口
徳
郎
、
正
字
朱
長
文
卒
、

　
賜
其
家
絹
百
匹
」
と
見
え
る
。
『
宋
史
』
本
伝
（
前
掲
）
。

⑳
晩
年
に
つ
い
て
「
墓
誌
銘
」
は
「
落
丁
春
秋
博
士
、
亦
頗
有
二
曲
、
想
山
猿
鶴
、

　
数
請
還
郷
。
（
…
）
明
年
枢
密
曽
公
・
序
論
薦
兼
尚
書
局
、
未
斜
月
、
以
疾
終
予

　
家
。
命
無
実
元
符
元
年
二
月
十
七
B
也
」
と
す
る
。

　
抑
も
宋
朝
の
全
国
地
誌
の
編
纂
は
、
遡
れ
ば
太
祖
（
趙
匡
胤
）
の
図
書
収
集
に
淵
源
し
て
い
る
。
彼
の
図
籍
収
集
は
ま
だ
後
累
世
宗
の
配
下

で
殿
前
罪
指
揮
使
・
義
成
軍
節
度
検
校
太
保
に
任
じ
た
時
代
に
始
ま
っ
て
い
る
。
当
時
、
彼
は
奇
書
を
ば
千
金
を
惜
し
ま
ず
購
い
求
め
て
数
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

巻
の
蔵
書
を
所
有
し
て
い
た
。
帝
位
に
即
い
て
か
ら
も
収
集
は
続
き
、
彼
は
吏
民
か
ら
も
言
書
を
求
め
た
。
こ
う
し
た
愛
書
の
精
神
は
宋
朝
の
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歴
代
の
皇
帝
に
継
承
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
宮
僚
・
知
識
文
化
人
た
ち
を
も
刺
激
し
、
王
朝
の
文
化
事
業
に
発
展
、
大
部
の
図
書
の
編
纂
に
結

実
、
彼
ら
の
教
養
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
全
国
地
誌
の
編
纂
も
す
で
に
太
祖
の
時
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
制
度
的
に
は
尚
書
省
に
職
方
立
中
が
置
か
れ
て
天
下
の
図
籍
を
掌

り
、
方
域
の
癩
菌
・
郡
邑
・
道
徳
の
遠
近
、
土
産
、
風
俗
、
古
今
の
廃
興
な
ど
を
周
知
す
る
ほ
か
、
閏
歳
ご
と
に
各
路
の
図
経
を
造
り
、
転
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

使
を
通
じ
て
儀
鷹
司
に
進
納
さ
せ
る
も
の
と
し
て
い
た
。
『
続
資
治
通
鑑
長
編
瞼
（
以
下
、
婁
聾
と
略
称
）
巻
一
二
に
は
、

　
　
開
宝
四
年
正
月
戊
午
、
知
制
諾
盧
多
遜
等
、
天
下
図
経
を
重
修
す
る
も
、
其
の
書
、
詑
に
成
す
了
わ
ず
。

と
あ
り
、
建
国
間
も
な
い
開
七
四
（
九
七
～
）
年
、
盧
多
遜
ら
に
天
下
図
経
の
重
修
に
着
手
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
開
宝
六
年
、
江
南
（
南
下
）

国
に
国
主
生
辰
国
信
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
盧
多
遜
は
、
帰
国
間
際
に
な
っ
て
国
主
に
対
し
天
下
図
経
の
重
修
に
当
た
り
江
南
国
の
情
報
を
欠

い
て
い
る
の
で
、
土
地
の
形
勢
・
屯
戌
の
遠
近
・
戸
口
の
多
寡
な
ど
の
詳
細
を
得
た
い
、
と
申
し
出
る
と
、
国
主
は
翌
日
に
は
コ
ピ
ー
を
作
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
て
彼
に
送
付
し
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
二
年
後
の
八
年
に
は
、

　
　
（
宋
準
）
秘
書
省
秘
書
郎
直
史
館
を
授
け
ら
る
。
（
開
宝
）
八
年
、
詔
を
受
け
諸
道
図
経
を
修
定
す
。
（
『
宋
史
歴
巻
四
四
〇
蕃
書
伝
）

と
見
え
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
宋
朝
は
統
一
過
程
に
お
い
て
資
料
を
諸
国
か
ら
徴
集
し
な
が
ら
天
下
図
経
の
編
修
を
進
め
、
開
宝
八
年
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

『
開
宝
図
経
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
土
地
の
形
勢
や
屯
戌
の
遠
近
、
戸
口
の
多
寡
な
ど
、
軍
事
機
密
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

属
す
る
情
報
の
交
換
は
統
一
以
前
に
は
必
ず
し
も
円
滑
に
は
進
ま
ず
、
図
経
の
編
纂
も
停
滞
し
が
ち
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
し
彊
域
内
で
は
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

雲
上
、
各
州
県
か
ら
定
期
的
に
上
進
さ
れ
る
報
告
を
も
と
に
諸
州
閏
年
図
や
職
方
図
の
類
が
編
修
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
後
に
全
国
地
誌
の

資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
太
祖
を
継
い
だ
太
宗
も
統
一
事
業
を
推
進
、
太
平
興
国
四
（
九
七
九
）
年
に
は
北
豊
国
を
併
合
し
て
略
ぼ
天
下
統
一
を
完
成
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
宋
朝
支
配
下
の
領
土
を
か
た
ち
に
あ
ら
わ
す
べ
く
全
国
総
革
の
編
纂
に
取
り
組
ん
だ
の
が
楽
史
で
あ
る
。
楽
史
は

太
平
興
国
五
年
、
現
任
窟
で
進
士
に
挙
げ
ら
れ
書
記
と
し
て
の
才
能
を
か
わ
れ
て
著
作
佐
郎
、
つ
い
で
著
作
郎
・
直
史
館
、
太
常
博
士
な
ど
に
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⑨

任
ぜ
ら
れ
、
こ
の
時
、
全
国
総
誌
『
太
平
簑
宇
記
』
（
以
下
、
『
御
宇
聾
と
略
称
）
の
編
纂
に
も
取
り
か
か
っ
た
も
の
ら
し
い
。

　
　
皇
天
駿
命
、
我
が
宋
朝
を
開
く
。
太
祖
、
握
斗
歩
天
を
以
て
荊
蛮
を
掃
き
て
呉
蜀
を
幹
め
、
陛
下
、
呵
雷
叱
電
を
以
て
閾
越
を
漏
し
て
井
沿
を
縛
す
。
是

　
　
よ
り
五
帝
の
封
区
、
三
皇
の
文
軌
、
正
朔
に
重
帰
す
。
亦
た
盛
ん
な
ら
ず
や
。
皇
王
の
道
全
く
、
開
炉
の
功
大
な
る
を
以
て
し
て
、
其
の
図
籍
の
府
の
未

　
　
だ
修
め
ず
、
郡
県
の
書
の
備
う
る
な
き
鋤
き
あ
ら
ば
、
何
を
以
て
万
国
の
～
君
を
頒
え
、
千
年
の
一
毫
を
表
せ
ん
。
春
言
、
典
を
動
く
は
、
過
は
史
官
に

　
　
在
り
。
（
「
簑
宇
記
序
」
）

と
。
こ
の
序
文
は
、
も
と
上
表
文
だ
っ
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
太
祖
の
後
を
う
け
て
「
陛
下
、
呵
雷
誤
電
を
以
て
閾
越
を
蕩
し
て
井
扮
を
縛

す
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
江
南
・
福
建
と
山
西
を
併
合
し
た
太
平
興
国
期
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
は
か
か
る
政
治
状

況
を
背
景
に
宋
朝
支
配
下
の
郡
県
の
　
覧
を
上
呈
し
、
太
宗
の
事
業
を
頒
え
よ
う
と
す
る
。
つ
づ
け
て
い
う
。

　
　
則
ち
質
耽
に
十
島
の
述
あ
り
、
元
和
に
郡
国
の
志
あ
り
と
錐
も
、
独
り
編
修
太
だ
歪
な
る
の
み
な
ら
ず
、
抑
且
つ
朝
代
も
同
じ
か
ら
ず
。
加
う
る
に
梁
よ

　
　
り
周
に
至
る
ま
で
、
郡
騒
割
拠
し
、
更
名
易
地
、
暮
四
朝
三
な
る
を
以
て
す
。
臣
、
今
、
浦
波
討
源
、
窮
本
知
末
、
浅
学
を
量
ら
ず
、
太
平
簑
宇
記
二
百

　
　
巻
井
び
に
屠
録
二
巻
を
撰
成
し
、
河
南
よ
り
起
こ
し
海
外
に
周
る
。
黄
耽
の
漏
壷
、
吉
甫
の
閾
遺
の
若
き
に
至
る
ま
で
、
此
に
尽
く
収
む
る
な
り
。
万
里

　
　
の
山
河
、
四
方
の
険
阻
、
攻
守
の
利
害
、
根
源
に
沿
襲
し
、
紙
を
伸
べ
て
未
だ
窮
め
ざ
る
に
、
森
然
と
し
て
目
に
在
り
。
堂
を
下
り
ず
し
て
五
土
を
知
り
、

　
　
戸
を
出
で
ず
し
て
万
邦
を
観
る
。
図
籍
の
番
謡
、
此
よ
り
先
ん
ず
る
も
の
な
し
。
臣
職
、
館
殿
に
居
る
も
、
志
は
坤
輿
に
在
り
。
軌
ち
此
の
書
を
撰
し
て
、

　
　
天
聴
に
聞
こ
え
ん
こ
と
を
翼
う
。
誠
に
浅
略
を
懸
ず
る
も
、
仰
ぎ
夢
話
を
冒
さ
ん
と
す
。
謹
ん
で
上
る
。

と
。
館
職
に
あ
り
な
が
ら
も
「
志
は
坤
輿
に
在
り
」
と
断
っ
た
上
で
、
唐
桑
の
代
表
的
な
全
国
総
誌
『
貞
元
二
道
録
』
と
『
元
和
郡
県
図
志
』

を
取
り
上
げ
、
い
ず
れ
も
記
述
が
簡
略
す
ぎ
、
さ
ら
に
は
時
代
が
変
わ
り
土
地
の
状
況
も
変
化
し
て
利
用
に
堪
え
な
い
こ
と
を
指
摘
、
と
く
に

前
者
の
若
君
と
後
者
の
直
垂
を
す
べ
て
補
充
収
録
し
た
と
豪
語
し
て
お
り
、
戯
書
を
凌
駕
す
る
意
気
込
み
で
執
筆
に
か
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

え
る
。
敢
え
て
唐
代
の
地
理
総
誌
を
あ
げ
て
そ
の
規
模
を
襲
い
、
支
配
下
の
土
地
を
記
載
し
て
簑
宇
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
簑
宇
記
』
を

通
観
す
る
と
、
漏
落
や
閥
遺
と
は
戸
口
・
風
俗
・
人
物
・
芸
文
・
土
産
な
ど
の
人
文
記
事
を
指
し
、
そ
れ
ら
を
過
去
の
『
薩
州
経
』
や
『
華
陽
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碧ミ長文　　『呉碧置図経続言己』　考　　（看自葉）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

国
管
』
の
例
に
倣
っ
て
補
っ
た
も
の
ら
し
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
補
っ
た
こ
と
で
各
地
の
地
勢
と
風
俗
を
明
ら
か
に
し
、
施
政
の
参
考
に
供
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
笹
野
は
、
真
宗
の
初
め
、
成
熟
初
（
九
九
八
）
年
、
地
誌
専
従
の
職
方
員
外
郎
に
遷
る
と
、
こ
れ
を
機
に
こ

の
全
国
総
誌
を
職
方
所
管
の
資
料
に
よ
っ
て
補
充
、
さ
ら
に
四
年
後
に
再
任
、
子
息
の
黄
染
と
共
同
で
そ
の
不
備
を
補
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

⑫
る
。　

と
こ
ろ
で
楽
史
父
子
が
個
人
的
な
事
業
と
し
て
全
国
総
懸
『
簑
宇
記
』
の
編
修
に
取
り
組
ん
だ
の
に
や
や
後
れ
て
、
政
府
で
も
全
国
総
誌
の

編
修
に
向
け
て
準
備
を
開
始
し
た
。
宋
朝
の
図
無
の
制
作
は
、
尊
親
の
三
年
　
造
の
制
に
代
え
て
閏
年
制
と
し
て
い
た
が
、
真
宗
の
成
平
四

（一

Z
〇
一
）
年
、
職
方
員
外
郎
・
秘
蔵
精
髄
の
呉
淑
は
、
こ
れ
ま
で
閏
年
ご
と
に
転
運
使
に
路
図
を
作
成
さ
せ
儀
鶯
司
に
納
め
さ
せ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
を
改
め
、
十
年
ご
と
に
作
成
、
職
方
に
上
進
さ
せ
る
よ
う
提
案
し
た
。

　
　
真
宗
威
平
四
年
八
月
甲
子
、
職
方
員
外
含
煮
閣
校
理
、
丹
陽
の
呉
淑
上
言
す
ら
く
、
諸
藩
の
納
む
る
所
の
閏
年
図
、
当
に
職
方
に
在
て
収
掌
す
べ
し
。

　
　
（
…
）
伏
し
て
以
う
に
天
下
の
山
川
険
要
、
皆
な
王
室
の
秘
奥
、
国
家
の
急
務
な
り
。
故
に
周
礼
職
方
氏
天
下
の
図
籍
を
掌
り
、
又
た
土
訓
に
詔
し
て
以

　
　
て
王
車
に
嵩
せ
し
む
。
泥
跳
関
中
に
入
る
や
、
瀟
何
独
り
秦
の
図
籍
を
収
め
、
是
れ
由
り
険
要
を
周
知
す
。
量
に
忽
に
し
て
顧
ざ
る
導
け
ん
や
。
（
…
）
又

　
　
た
州
郡
の
地
理
、
犬
牙
相
い
入
る
。
飾
者
に
独
り
一
州
の
地
形
を
画
か
し
む
れ
ば
、
則
ち
何
を
以
て
他
面
を
傅
合
せ
ん
や
。
望
む
ら
く
は
諸
路
転
運
使
に

　
　
令
し
て
十
年
毎
に
各
々
出
路
図
を
画
き
て
職
方
に
上
ら
し
め
よ
。
行
う
所
は
天
下
の
険
要
、
鵬
を
窺
わ
ず
し
て
知
る
可
く
、
九
州
の
輪
広
、
掌
を
指
し
て

　
　
斯
に
在
る
が
如
く
せ
し
め
ん
、
と
。
（
鱒
長
編
輪
巻
四
九
）

　
か
く
て
各
地
で
軍
装
が
編
修
さ
れ
、
完
成
し
た
図
経
が
役
所
に
集
積
、
上
呈
を
待
つ
ば
か
り
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
段
階
で
偶
々
、
真
宗
は

安
陵
お
よ
び
永
昌
・
永
煕
等
諸
陵
へ
の
親
鳥
の
か
た
わ
ら
、
西
京
府
に
行
幸
し
、
当
地
の
西
京
図
経
を
閲
覧
す
る
機
会
を
も
っ
た
。
真
宗
は
手

に
し
た
西
京
図
経
に
疎
漏
の
多
い
の
を
見
、
そ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
と
、
そ
れ
を
機
に
改
め
て
各
地
の
図
経
の
体
例
の
不
統
一
を
解
消
す
べ
き

こ
と
が
議
さ
れ
、

　
　
景
徳
四
（
一
〇
〇
七
）
年
二
月
、
（
…
）
上
、
因
て
西
京
図
経
を
覧
る
に
、
頗
る
疎
漏
多
し
。
庚
辰
、
諸
道
の
州
・
軍
・
監
に
令
し
文
学
官
を
選
び
図
経
を
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校
正
し
、
其
の
閾
略
を
補
い
て
来
上
せ
し
め
、
知
制
諮
孫
僅
等
に
命
じ
て
之
を
総
校
せ
し
む
。
僅
等
書
く
、
諸
道
の
上
る
所
、
体
制
一
な
ら
ず
、
と
。
遂

　
　
に
例
を
創
り
重
修
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
奏
し
て
可
と
す
。
（
明
長
編
歴
巻
六
五
）

と
て
、
新
た
に
体
例
を
定
め
、
統
一
的
体
例
の
下
で
の
重
修
が
指
示
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
三
年
十
箇
月
、
大
中
都
塵
三
（
一
〇
一
〇
）
年
十
二
月
に
は
全
国
総
誌
『
大
中
会
符
諸
州
図
経
』
（
以
下
、
『
諸
州
図
経
臨
と
略
称
）
が
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

成
し
、
翰
林
学
士
李
宗
誇
ら
に
よ
り
真
宗
に
献
呈
さ
れ
た
。
こ
の
『
諸
州
心
経
』
の
完
成
に
よ
り
、
国
初
以
来
の
課
題
で
あ
っ
た
天
下
の
形
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
応
護
を
通
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
李
宗
誇
の
序
に
よ
れ
ば
、
詔
令
一
下
、
半
年
で
千
五
百
巻
を
超
え
る

大
部
の
全
国
総
誌
を
完
成
し
た
と
あ
り
、
短
時
日
で
の
上
進
を
求
め
た
結
果
、
州
県
に
は
統
一
的
体
例
に
対
応
で
き
ず
、
す
べ
て
の
心
経
が
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
指
示
に
忠
実
に
従
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
惜
し
む
ら
く
は
、
こ
の
『
諸
州
図
経
』
が
余
り
に
大
部
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
板

刻
さ
れ
ず
、
中
書
門
下
・
枢
密
院
・
崇
文
院
に
抄
本
各
一
部
が
送
ら
れ
た
ほ
か
、
各
府
・
州
・
軍
監
に
も
抄
本
が
分
散
頒
布
さ
れ
た
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
し
か
も
中
央
の
三
部
の
う
ち
、
無
文
院
の
蔵
書
は
栄
王
宮
の
火
災
に
類
焼
し
た
上
、
他
の
二
部
も
両
宋
の
交
の
混
乱
で
そ
の
多
く
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
南
宋
の
初
め
に
秘
府
な
ど
の
蔵
書
を
調
査
し
た
鄭
樵
は
『
通
志
』
芸
文
略
四
の
七
島
条
下
に
『
京
東
路
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

経
』
九
八
巻
以
下
、
十
八
路
十
八
種
の
図
星
（
仁
宗
朝
の
十
八
路
制
の
図
経
）
を
著
録
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
天
聖
（
一
〇
一
一
三
～
一
〇
三
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

以
後
、
地
方
行
政
区
が
変
化
し
、
十
八
路
、
二
十
三
路
、
二
十
六
路
と
熊
鼠
が
増
加
す
る
な
か
で
、
十
五
路
制
の
『
諸
州
蔵
経
隔
の
存
在
理
由

も
失
わ
れ
、
敢
え
て
存
置
・
継
承
す
る
必
要
も
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
南
宋
初
に
は
書
誌
学
者
陳
振
孫
の
家
で
も
そ
の
一
部
た
る

　
　
　
　
⑳

「
蘇
州
図
経
」
と
「
杭
州
図
経
」
「
黄
雲
聖
経
」
な
ど
、
三
種
の
図
経
の
刻
本
が
伝
わ
る
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
地
方
の
宮
衙
に
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

え
ら
れ
た
こ
れ
ら
抄
本
が
後
世
、
各
地
の
図
経
や
地
誌
編
纂
の
拠
り
所
に
な
り
、
地
方
志
発
展
の
基
礎
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
①
㎎
長
編
㎞
二
七
乾
徳
四
年
五
月
の
条
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
今
興
廃
之
嗣
、
州
為
之
籍
、
遇
闘
製
造
図
以
進
。
（
…
）
旧
戦
善
事
一
人
、
以

　
②
同
上
乾
葉
四
年
八
月
の
条
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
職
事
朝
窟
充
、
掌
受
閏
年
図
経
。
国
初
、
令
天
下
芸
閏
年
造
図
温
風
鷲
罵
。
淳

　
③
欄
宋
照
雨
巻
＝
ハ
三
職
官
三
に
は
「
職
方
郎
中
・
貝
外
郎
、
掌
天
下
園
籍
、
以
　
　
化
四
年
、
令
再
閏
韮
旭
。
成
平
四
年
、
令
上
職
方
。
転
層
画
神
路
半
幅
図
、
十
年

　
　
周
知
方
域
之
広
裂
、
及
郡
邑
鎮
砦
道
黒
之
遠
近
。
凡
土
地
所
産
、
風
俗
所
尚
、
具
　
　
　
　
　
一
上
」
と
見
え
る
。
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朱長文　　『呉剥区【盟糸甚続言己』　考　　（稲葉〉

④
『
長
編
臨
巻
一
四
に
は
「
開
宝
六
年
四
月
辛
丑
、
是
日
、
輪
廻
多
遜
山
江
南
生

　
辰
国
信
使
。
多
遜
至
江
南
、
得
孤
臣
主
歓
心
。
及
還
、
麟
舟
宣
化
口
、
使
人
白
国

　
孟
冬
、
朝
廷
重
訂
天
下
図
経
、
吏
館
独
閾
江
東
諸
州
、
富
盛
求
一
本
以
帰
。
国
主

　
二
上
繕
写
、
命
中
書
舎
人
徐
錯
等
通
夕
讐
対
、
送
与
之
、
多
事
真
夏
。
於
是
江
南

　
十
九
州
形
勢
、
屯
戌
遠
近
、
戸
口
多
寡
、
多
古
尽
得
之
突
。
帰
、
即
畑
田
日
南
衰
弱

　
可
取
状
。
上
嘉
其
謀
、
始
有
意
大
毒
」
と
見
え
る
。
黄
葦
「
地
記
与
図
経
考
述
」

　
「
論
宋
元
地
方
首
書
」
（
『
方
志
論
集
抽
南
江
人
民
出
版
社
、
　
【
九
八
一
二
年
）
、
倉

　
修
良
「
地
記
与
図
経
」
ハ
前
掲
）
。

⑤
『
玉
海
㎞
巻
一
四
に
は
十
九
州
の
形
勢
を
網
羅
し
た
「
開
宝
田
経
」
の
こ
と
が

　
見
え
る
。

⑥
青
山
定
雄
「
宋
代
の
総
誌
」
（
『
唐
宋
時
代
の
交
通
と
地
誌
地
図
の
研
究
』
吉
川

　
弘
文
館
、
　
一
九
ゐ
ハ
一
二
加
†
）
。

⑦
『
玉
椿
』
巻
｝
四
に
は
「
太
平
興
国
閏
年
図
照
門
淳
化
天
下
図
」
「
成
平
職
方
図
」

　
「
至
道
滋
織
殿
観
地
図
」
州
山
川
郡
県
形
勝
図
」
な
ど
が
著
録
さ
れ
て
お
り
、
職

　
方
中
心
に
定
期
的
に
編
修
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑧
禺
文
「
《
太
平
簑
宇
記
》
無
電
」
（
隅
北
京
師
院
学
報
臨
一
九
八
四
年
一
期
）
。

⑨
楽
史
は
こ
の
上
表
（
序
）
文
に
日
付
を
記
し
て
い
な
い
。
し
か
し
執
筆
時
の
官

　
職
名
を
朝
事
郎
太
宰
博
士
直
史
館
と
し
て
お
り
、
こ
の
官
職
に
い
た
太
平
興
圏
六

　
年
の
上
進
と
考
え
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
疑
問
は
残
る
。
銭
函
断
「
太
平
簑
宇

　
記
」
爲
十
駕
斎
養
新
録
』
巻
一
四
）
は
、
上
進
時
期
は
と
も
か
く
、
門
其
書
成
干

　
太
平
興
国
中
、
尚
無
十
五
路
之
分
。
故
鶴
唐
十
国
名
B
。
幽
琢
雲
朔
諸
州
、
難
未

　
入
版
麟
、
猶
著
於
録
、
幕
見
当
日
君
臣
志
未
嘗
忘
出
前
後
園
扁
と
て
、
そ
の
構
想

　
が
太
平
興
国
期
に
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

⑳
禺
文
「
《
太
平
溶
融
記
》
試
探
」
（
前
掲
）
。

⑪
倉
修
良
「
方
志
体
例
趨
干
定
型
漏
（
『
方
志
学
通
論
』
方
志
繊
麗
社
、
二
〇
〇
三

　
年
、
第
二
章
三
）
。

⑫
王
文
楚
「
《
太
平
簑
宇
記
》
成
書
年
代
及
版
本
問
題
」
（
唖
復
旦
学
報
』
～
九
九

　
六
年
二
期
）
は
楽
日
は
雍
煕
・
端
換
年
聞
に
書
き
上
げ
て
後
、
淳
化
年
間
（
九
九

　
〇
～
九
九
鴻
）
に
修
改
し
た
と
す
る
。
筆
者
は
太
平
興
語
中
に
一
旦
、
上
呈
さ
れ

　
た
が
、
成
平
五
年
、
職
方
員
外
郎
直
史
館
に
再
任
さ
れ
た
際
、
父
子
で
加
筆
、
完

　
成
さ
せ
た
も
の
と
考
え
る
。
『
長
編
輪
巻
五
三
に
は
「
成
平
五
年
十
一
鍔
癸
丑
、

　
以
職
方
員
外
郎
分
司
西
京
楽
史
直
史
館
。
史
年
七
十
余
、
於
是
奉
留
主
表
入
賀
。

　
上
召
見
、
嘉
其
筋
力
不
等
、
且
篤
学
、
好
著
書
。
故
授
以
旧
職
、
悉
取
所
著
書
蔵

　
秘
府
。
賜
与
其
子
黄
矯
倶
直
史
館
。
時
人
栄
之
」
と
見
え
る
。
恐
ら
く
こ
の
蒔
、

　
署
興
宇
記
瞳
二
百
巻
を
最
終
的
に
補
修
、
献
上
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑬
噸
宋
史
㎞
巻
四
四
一
文
苑
三
智
淑
伝
。

⑭
『
長
編
隔
巻
七
圏
に
は
「
大
中
祥
符
三
年
十
二
月
了
巳
、
翰
林
学
士
季
宗
謬
等

　
上
新
修
諸
道
図
経
千
翫
百
六
十
六
巻
、
詔
繋
駕
。
宗
誇
而
下
、
賜
器
吊
有
差
㎏
と

　
見
え
る
。

⑮
地
方
で
の
図
経
の
整
備
状
況
に
つ
い
て
劉
文
謹
「
山
面
厳
州
隈
経
序
」
（
『
淳
煕

　
厳
州
図
譜
㎞
『
誤
長
方
志
叢
刊
睡
第
五
冊
）
は
門
大
中
祥
符
三
年
十
二
月
丁
巳
、

　
詔
奨
翰
林
学
士
李
下
二
等
上
新
修
諸
道
図
経
、
曲
是
図
籍
大
仁
」
と
い
う
。

⑯
李
宗
論
「
祥
符
州
県
函
雷
序
」
（
『
玉
敷
㎞
巻
一
四
）
。
桂
始
添
田
祥
符
《
州
県

　
図
経
》
再
探
」
（
『
中
国
歴
史
地
理
論
叢
』
二
五
巻
三
下
、
二
〇
一
〇
年
）
は
大
部

　
で
あ
っ
た
こ
と
と
あ
ま
り
に
も
短
期
間
の
編
纂
で
あ
っ
た
た
め
、
提
出
さ
れ
た
諸

　
州
の
図
経
は
過
去
の
図
経
を
利
用
し
た
体
例
上
の
調
整
に
お
わ
っ
た
も
の
と
し
て

　
い
る
。

⑰
青
山
定
雄
「
宋
代
の
総
懸
」
（
前
掲
）
。
『
宋
上
面
巻
二
〇
四
芸
文
志
地
理
類
に

　
は
李
宗
門
図
経
九
八
巻
の
ほ
か
、
麗
日
七
七
巻
な
ど
、
端
本
と
思
し
き
図
経
が
著

　
録
さ
れ
て
い
る
。

⑱
倉
修
良
「
宋
代
統
治
者
重
視
図
経
的
編
修
」
（
『
方
志
学
通
論
㎞
前
掲
、
第
二
章

　
第
二
節
2
）
。

⑲
噸
宋
史
』
巻
八
五
地
理
志
一
に
は
天
聖
朝
に
十
八
路
、
元
豊
朝
に
二
十
三
路
、

　
宣
和
期
に
二
十
六
路
に
分
析
さ
れ
た
と
す
る
。
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⑳
血
振
孫
『
直
青
書
録
解
題
』
巻
八
に
は
、
李
宗
誇
等
「
蘇
州
図
経
」
六
巻
を
著

　
録
し
、
「
景
徳
四
年
、
詔
以
四
方
郡
県
買
上
図
経
、
刊
修
校
定
為
一
千
五
百
六
十

　
六
巻
。
大
中
祥
符
四
年
頒
下
、
今
皆
散
亡
、
館
中
僅
存
九
八
巻
。
余
家
所
有
惟

　
蘇
・
越
・
黄
三
州
刻
本
耳
」
と
い
う
。
ま
た
「
越
州
函
経
」
九
巻
を
著
録
、
門
李

　
型
鋼
祥
符
所
上
様
。
偶
有
秘
画
校
理
李
垂
・
郡
細
越
、
富
鉱
修
名
街
。
然
則
書
成

　
国
衆
手
、
而
宗
謬
特
世
上
其
凡
耳
縣
と
あ
る
。
な
お
「
蘇
州
図
経
」
は
『
紹
煕
雲

　
間
志
』
巻
上
で
は
「
祥
符
呉
郡
図
経
」
と
さ
れ
て
お
り
、
里
国
溌
（
編
著
）
『
中

　
国
古
方
志
煕
煕
（
申
華
書
局
、
一
九
六
二
年
、
二
四
五
頁
）
は
門
中
国
方
志
考

　
（
旧
蘇
州
府
）
」
（
『
禺
貢
半
月
刊
臨
四
巻
九
期
、
一
九
三
六
年
）
を
ふ
ま
え
、
こ

　
れ
を
門
呉
郡
図
無
」
の
別
名
と
し
て
い
る
。
穂
並
『
（
洪
武
）
蘇
州
府
志
隔
序
に

　
は
「
並
等
之
時
、
羅
処
罰
有
図
経
、
朱
鷺
文
有
続
出
、
萢
成
大
・
趙
与
簿
皆
撰
類

　
成
書
」
と
見
え
、
門
蘇
州
麟
経
㎏
は
太
平
興
国
期
に
編
修
さ
れ
た
羅
処
約
の
門
呉

　
見
時
経
」
に
若
干
調
整
を
施
し
改
名
し
て
提
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
桂
始
馨
「
祥
符
《
州
県
図
経
》
再
探
」
（
前
掲
）
。
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三
　
『
呉
郡
図
経
続
記
』
の
編
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
元
豊
初
（
一
〇
七
八
）
年
、
元
宰
相
嬰
殊
の
息
、
朝
請
大
夫
・
知
蘇
州
嬰
知
止
が
、
す
で
に
呉
門
の
名
士
と
な
っ
て
い
た
朱
長
文
を
、
彼
の

故
旧
で
か
つ
知
止
の
部
下
、
節
度
推
官
練
定
の
案
内
で
訪
問
、
赴
任
の
挨
拶
か
た
が
た
、

　
　
呉
中
の
遺
事
と
古
今
の
文
章
、
浬
落
し
て
収
め
ざ
れ
ば
、
今
、
綴
慨
せ
ん
と
欲
す
。
而
し
て
吾
の
善
く
す
る
所
の
練
定
の
以
謂
う
よ
う
、
唯
だ
子
の
み
能

　
　
く
之
を
為
す
、
と
。
（
「
呉
郡
図
経
続
記
序
」
）

と
て
、
彼
に
血
中
の
遺
事
と
古
今
の
文
章
の
収
集
の
こ
と
を
依
頼
し
た
。
朱
長
文
は
再
三
辞
退
の
末
、
郷
土
資
料
保
存
の
一
念
か
ら
こ
の
要
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
受
け
い
れ
た
の
で
あ
る
。

　
朱
長
文
は
少
年
時
代
か
ら
蘇
州
に
関
わ
る
遺
文
・
墨
跡
・
拓
本
、
遺
物
を
集
め
、
そ
れ
ら
を
整
理
し
て
『
閲
古
義
編
』
に
ま
と
め
て
い
た
し
、

地
方
志
に
関
す
る
独
自
の
識
見
も
も
っ
て
い
た
。
彼
は
『
漢
書
』
地
理
志
の
叙
述
の
精
神
、
す
な
わ
ち
朱
覇
の
い
う
地
勢
と
風
俗
の
相
関
的
弓

　
　
　
　
　
④

握
を
念
頭
に
、
そ
し
て
『
図
面
』
の
記
載
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
墨
壷
を
補
う
べ
く
編
修
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
新
た
に
稿
を
起
こ
し
た
の

で
は
な
い
と
こ
ろ
に
彼
の
深
慮
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
孟
母
と
題
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
　
是
に
於
い
て
早
撃
を
参
考
し
旧
聞
を
探
擁
し
て
『
図
経
続
記
』
三
巻
を
作
る
。
凡
そ
『
図
経
幅
の
已
に
揮
う
る
者
は
録
せ
ず
、
素
と
未
だ
知
ら
ざ
る
所
は

　
　
則
ち
閾
如
す
。
（
「
呉
郡
図
経
続
記
序
し
）



朱長文『呉郡図経費記』考（稲葉）

　
彼
は
蔵
書
を
中
心
に
文
献
資
料
を
渉
猟
し
、
府
警
の
関
連
資
料
や
民
間
の
伝
聞
資
料
を
集
め
て
『
続
記
』
に
盛
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
正
し
く
嬰
知
慮
の
要
請
通
り
の
「
浬
落
し
て
収
め
ざ
る
遺
事
と
古
今
の
文
章
」
を
保
存
す
べ
く
『
図
経
』
の
遺
墨
を
補
う
作
業
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

　
一
体
、
呉
郡
は
後
漢
順
帝
の
時
、
会
稽
郡
の
北
部
、
磁
場
の
地
を
分
離
し
て
置
か
れ
た
郡
で
あ
り
、
春
秋
呉
国
以
来
の
古
都
呉
を
郡
治
と
し

た
。
呉
郡
は
晋
・
南
北
朝
で
も
踏
襲
さ
れ
た
が
、
階
初
に
郡
制
を
州
制
に
改
め
た
際
、
古
名
の
挽
型
か
ら
一
字
を
と
っ
て
蘇
州
と
し
て
以
来
、

公
式
に
は
蘇
州
の
名
が
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
後
代
で
も
雅
名
と
し
て
姑
蘇
・
呉
郡
・
呉
門
な
ど
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ

⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
⑦

る
。
一
方
、
呉
地
の
地
記
の
歴
史
は
古
く
、
普
代
の
成
立
に
な
る
『
呉
越
春
秋
』
、
『
越
絶
書
』
、
『
呉
越
記
』
以
後
、
（
呉
）
型
置
期
『
旧
地
記
』

一
巻
、
二
男
『
呉
先
賢
伝
』
四
巻
、
（
晋
）
車
昭
『
呉
書
』
二
十
五
巻
、
環
済
『
呉
紀
』
九
巻
、
張
勃
『
壁
皿
記
』
一
巻
、
顧
夷
『
呉
羅
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

二
巻
、
（
斉
）
陸
道
念
『
呉
地
話
』
～
巻
、
（
唐
）
陸
広
町
『
量
地
記
』
一
巻
な
ど
、
こ
の
地
に
関
わ
る
地
記
が
著
さ
れ
て
き
た
。
帯
代
に
入
り

全
国
総
誌
『
簑
宇
記
』
が
編
修
さ
れ
た
際
に
は
、
呉
地
の
記
録
が
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
あ
た
か
も
『
簑
宇
記
』
が
編
修
さ
れ
て
い
た
頃
、
呉
地
で
は
羅
処
理
に
よ
っ
て
『
呉
郡
図
経
』
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
大
中
六
器
三
年
の
『
諸

三
図
経
』
編
纂
で
は
こ
の
『
呉
郡
図
経
』
を
も
と
に
、
統
～
斜
体
例
に
準
っ
て
記
事
を
調
整
し
『
蘇
州
図
経
』
六
巻
が
撰
述
さ
れ
た
も
の
ら
し

い
。
し
か
し
そ
の
記
載
に
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
訂
補
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
代
わ
る
地
誌
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
朱
長
文
は
「
呉
郡
図
経
続
記
序
」
に
お
い
て
、

　
　
呉
、
古
郡
た
れ
ば
、
其
の
図
志
の
相
伝
う
る
こ
と
図
り
久
し
。
大
中
無
涯
中
、
詔
し
て
隅
図
経
』
を
修
め
し
め
て
よ
り
、
背
任
に
官
に
命
じ
編
輯
し
て
上

　
　
せ
し
む
る
も
、
其
の
詳
略
は
蓋
し
其
の
入
に
繋
る
。
而
し
て
諸
公
の
刊
修
す
る
者
、
類
例
を
立
て
、
録
す
る
所
に
拠
り
て
之
を
剛
撮
す
。
行
れ
天
下
の
経

　
　
を
挙
げ
て
之
を
修
定
す
れ
ば
、
其
の
文
、
簡
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
故
に
陳
遊
・
異
聞
、
具
濁
し
難
し
。
祥
符
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
七
十
年
を
趣
ゆ
る
も
、

　
　
其
の
問
の
近
事
、
未
だ
紀
述
す
る
も
の
あ
ら
ず
。

と
い
う
。
『
諸
富
図
経
』
の
編
纂
で
は
、
拠
り
所
と
し
た
個
々
の
西
経
に
撰
者
の
方
針
に
よ
り
詳
略
さ
ま
ざ
ま
の
差
が
あ
り
、
加
え
て
全
国
図
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経
に
ま
と
め
た
こ
と
で
叙
述
が
簡
略
化
さ
れ
、
折
角
、
報
告
し
た
古
　
や
異
聞
が
載
せ
ら
れ
な
い
結
果
と
な
っ
た
、
と
い
う
。
こ
こ
に
は
全
国

総
志
の
簡
略
化
さ
れ
た
叙
述
内
容
に
対
す
る
不
満
と
そ
の
撰
者
の
編
纂
方
針
の
相
異
へ
の
不
満
が
二
つ
な
が
ら
表
明
さ
れ
て
い
る
。
朱
長
文
は

こ
れ
ら
マ
イ
ナ
ス
面
を
克
服
す
る
と
同
時
に
、
書
名
そ
の
も
の
も
『
奥
州
図
心
』
の
一
な
る
『
蘇
州
図
経
隔
に
あ
き
た
り
ず
、
守
門
の
文
人
と

し
て
伝
統
あ
る
雅
名
「
呉
郡
」
を
選
び
『
図
経
続
記
』
に
冠
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
（
蘇
州
）
図
経
隔
に
つ
い
て
は
「
事
簡
文
繁
、
考
証
多
閾
」
（
祝
安
上
「
図
経
続
記
後
序
」
）
と
か
、
「
蕪
漫
失
考
」
（
趙
磨
糠
「
呉
郡
志
序
」
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

評
さ
れ
る
粗
末
な
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
朱
長
文
は
そ
の
こ
と
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
『
書
記
』
の
執
筆
に
当
た
り
、

記
事
の
補
充
や
失
誤
の
訂
正
な
ど
も
考
慮
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
加
え
て
大
中
祥
符
以
後
、
七
十
年
の
空
白
を
埋
め
る
こ
と
も
喫
緊
の
課
題

で
あ
っ
た
。
か
く
て
朱
長
文
の
資
料
調
査
の
結
果
と
独
自
の
識
見
と
を
盛
り
込
ん
だ
『
勲
記
隔
三
巻
が
完
成
し
た
。
し
か
し
生
憎
、
当
の
上
知

止
が
蟻
蚕
に
転
出
し
た
た
め
『
続
記
』
は
長
文
の
薩
筐
に
納
め
ら
れ
て
数
年
を
経
過
。
次
い
で
嬰
知
止
を
襲
っ
た
章
精
が
再
任
を
機
に
『
続

記
』
に
関
心
を
示
し
た
の
で
、
彼
は
再
び
こ
の
書
に
手
を
入
れ
て
提
出
。
そ
の
際
、
府
署
に
置
い
て
識
者
の
閲
覧
と
議
論
の
資
料
に
供
し
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
叙
述
に
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
補
訂
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
い
ま
、
『
続
記
』
を
通
覧
す
る
と
、
巻
上
玉
璽
の
う
ち
、
と
く
に
中
下
巻
は
各
門
、
箇
条
書
き
か
ら
な
り
、
各
項
目
の
記
事
の
不
備
を
補
足

す
る
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
（
蘇
州
）
図
経
』
も
他
の
図
経
と
同
様
、
呉
県
・
長
洲
県
・
箆
山
県
・
常
急
心
な
ど
の
道
県
を
併
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

す
る
か
た
ち
を
と
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
県
別
・
事
項
別
の
記
事
へ
の
補
足
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
ま
た
二
十
二
箇
所
で
『
心
経
』
ま
た
は
旧
経
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

言
及
、
注
記
の
か
た
ち
で
補
足
し
て
い
る
こ
と
も
、
『
続
記
瞼
が
『
（
蘇
州
）
図
経
』
の
記
載
を
前
提
と
し
て
編
修
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
れ

ら
は
『
続
記
』
が
『
無
慮
』
の
遺
欠
を
補
う
と
同
時
に
大
中
臼
蓋
以
後
の
空
白
を
補
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
再
確
認
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

～
方
、
『
簑
宇
記
』
を
引
く
も
の
は
四
条
を
数
え
る
。
こ
ち
ら
は
ほ
と
ん
ど
朱
長
文
が
論
証
の
資
料
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。

　
以
下
、
こ
う
し
た
遺
欠
の
補
充
と
追
補
、
お
よ
び
誤
謬
の
考
証
・
訂
正
な
ど
を
彼
が
ど
の
よ
う
に
進
め
た
か
を
『
痛
事
』
の
な
か
に
探
り
な

が
ら
、
彼
の
史
料
批
判
の
あ
と
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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朱長文誤郡図経続記」考（稲葉）

　
『
図
経
』
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
『
続
記
』
巻
下
、
雑
録
門
第
十
四
条
に
、

　
　
鴨
図
経
騙
、
呉
県
境
に
定
山
・
粟
山
あ
り
と
す
る
は
、
殆
ど
猛
悪
の
誤
な
り
。
謝
霊
運
の
詩
に
云
う
「
朝
に
華
甲
を
発
ち
て
忙
し
、
暮
に
富
春
の
郭
に
宿
る
、

　
　
定
山
、
雲
霧
に
杳
く
、
赤
亭
、
滝
吊
す
る
無
し
」
な
る
も
の
を
按
ず
る
に
、
乃
ち
漸
江
中
の
粟
山
に
し
て
飛
泉
・
石
杵
あ
り
。
呉
の
先
主
の
刻
干
せ
る
も

　
　
の
、
銭
唐
県
西
に
あ
り
。

と
て
、
謝
霊
運
の
詩
を
挙
げ
、
『
図
経
』
が
呉
郡
の
山
と
し
て
記
載
し
て
い
た
定
山
・
粟
山
が
、
実
は
呉
羅
で
は
な
く
、
（
漸
江
）
銭
塘
県
西
に

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
巻
中
、
山
門
第
二
条
に
は
か
の
斜
塔
と
蓮
池
で
有
名
な
光
丘
山
に
つ
い
て
、

　
　
話
芸
山
、
呉
県
西
北
九
里
に
在
り
。
旧
経
、
之
を
齢
す
こ
と
已
に
詳
し
。
置
艶
書
春
秋
㌣
『
越
絶
書
撫
の
類
、
皆
な
以
て
闘
闘
の
葬
る
所
、
金
精
の
異
あ
り
、

　
　
故
に
虎
丘
と
名
づ
く
と
為
す
。
然
れ
ど
も
其
の
巌
墾
の
勢
を
観
る
に
、
天
成
に
出
ず
。
疑
ら
く
は
先
に
是
の
丘
あ
り
、
而
し
て
闘
闘
、
之
に
因
り
て
以
て

　
　
葬
る
な
ら
ん
、
と
。
晋
の
王
殉
の
撰
せ
る
『
山
銘
』
に
云
う
、
虎
丘
、
功
名
は
海
涌
山
な
り
、
と
。
又
た
云
う
、
山
の
大
勢
、
四
面
周
嶺
、
南
は
則
ち
是

　
　
れ
山
蓬
、
両
面
壁
立
、
交
林
上
に
合
す
、
升
降
窃
究
、
亦
た
卒
に
は
至
ら
ず
、
と
。
蓋
し
其
の
実
を
得
る
な
ら
ん
。

と
て
、
『
図
経
』
を
含
め
、
古
来
の
連
丘
山
に
関
す
る
諸
謬
説
を
批
判
、
そ
の
命
名
の
次
第
に
朱
長
文
な
り
の
解
釈
を
下
し
、
置
型
の
『
山
銘
』

を
引
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
巻
中
、
寺
院
門
第
一
条
に
は
、

　
　
寺
院
凡
そ
百
三
十
九
、
其
の
名
、
已
に
『
図
煮
沸
に
列
す
。
今
、
こ
こ
に
増
す
あ
り
。
其
の
事
　
を
考
え
る
に
、
書
す
べ
く
し
て
『
図
経
』
の
未
だ
載
せ

　
　
ざ
る
者
、
此
こ
に
録
す
。
湖
山
郊
野
の
間
、
知
ら
ざ
る
所
の
者
に
至
て
は
、
蓋
し
閲
如
た
り
。

と
て
、
『
図
経
』
の
遺
欠
を
指
摘
し
、
蘇
州
で
著
名
な
寺
院
、
報
恩
寺
・
瑞
光
禅
院
・
雲
巌
寺
・
普
明
春
院
・
天
平
寺
・
三
舞
寺
な
ど
三
十
五

寺
院
に
つ
い
て
、
関
連
の
詩
文
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ま
じ
え
て
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
彼
が
積
極
的
な
資
料
収
集
の
上
、
史
料
批
判
を
通
し

て
歴
史
像
を
再
構
成
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
朱
長
文
が
『
続
記
』
で
後
世
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
れ
は
当
時
の
蘇
州
の
繁
栄
で
あ
り
、

人
々
の
豊
か
で
安
ら
か
な
暮
ら
し
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
宋
朝
お
よ
び
そ
の
為
政
者
た
ち
へ
の
感
謝
と
賛
美
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
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個
々
に
具
体
的
に
叙
述
す
る
の
が
（
巻
上
）
封
切
、
城
邑
、
戸
ロ
、
坊
市
、
物
産
、
風
俗
、
門
名
、
学
校
、
州
宅
、
南
園
、
倉
務
、
亭
館
、
海

道
、
牧
守
、
人
物
、
（
睡
中
）
橋
梁
、
祠
廟
、
宮
窪
、
寺
院
、
山
、
水
、
（
巻
下
）
治
水
、
往
　
、
痛
罵
、
家
借
、
碑
碍
、
事
志
、
雑
録
の
各
門

で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
よ
う
。

　
先
ず
封
域
門
で
は
、
蘇
州
は
「
禺
貢
」
の
揚
州
の
域
に
あ
り
、
「
三
江
既
に
入
り
、
震
胃
底
定
す
」
と
あ
る
の
が
こ
の
地
で
あ
る
と
す
る
。

周
初
、
太
平
の
子
、
太
伯
と
仲
雍
の
兄
弟
が
王
位
を
弟
季
歴
に
譲
り
、
南
厳
し
て
句
誌
に
浮
葉
す
る
と
、
彼
ら
に
指
導
し
た
民
業
余
家
が
城
郭

を
築
き
、
彼
を
呉
太
伯
と
し
た
。
そ
の
後
二
千
年
、
五
代
呉
越
の
病
魔
が
そ
の
土
地
を
宋
朝
に
納
れ
平
江
節
度
（
軍
）
と
し
て
元
豊
年
間
に
至

っ
た
と
い
う
。
牧
守
門
で
は
、

　
　
朝
廷
、
劇
郡
な
る
を
以
て
常
に
其
の
選
を
慎
に
し
、
台
閣
の
賢
、
霧
隠
の
序
に
非
ざ
れ
ば
、
以
て
軽
馳
せ
ず
。
其
の
風
流
文
雅
、
開
敏
彊
済
、
豊
潤
跨
行
、

　
　
貴
名
茂
閥
も
て
国
史
に
列
し
、
家
伝
に
燗
か
な
る
者
多
し
。

と
て
、
宋
朝
政
府
が
蘇
州
の
劇
郡
で
あ
る
の
に
配
慮
し
て
、
そ
の
心
置
の
人
選
に
慎
重
を
期
し
た
結
果
、
牧
守
に
は
風
流
文
雅
の
士
や
敏
腕
の

能
吏
な
ど
、
国
史
に
名
を
連
ね
る
も
の
が
輩
出
。
と
く
に
朱
長
文
と
同
時
代
の
知
事
、
章
帖
は
、
着
任
早
々
、
暴
風
の
被
災
者
の
救
済
・
賑
憧

に
手
を
尽
く
し
た
上
、
浮
浪
者
の
～
掃
、
姦
吏
の
摘
発
や
豪
酒
の
弾
圧
な
ど
に
敏
腕
を
振
る
い
、
そ
の
治
績
に
よ
り
呉
地
で
は
初
め
て
再
任
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

れ
た
こ
と
、
ま
た
当
時
、
提
起
さ
れ
た
城
壁
の
修
築
、
運
河
の
響
動
の
議
を
抑
え
て
人
民
を
休
息
さ
せ
た
こ
と
な
ど
を
特
筆
し
顕
彰
し
て
い
る
。

牧
守
に
関
連
し
て
い
え
ば
、
治
水
門
で
は
萢
仲
滝
や
葉
清
臣
、
呂
居
簡
、
自
立
之
、
王
純
臣
ら
有
為
の
長
吏
た
ち
の
主
導
で
治
水
・
水
利
事
業

が
す
す
め
ら
れ
た
結
果
、
低
地
濱
海
の
蘇
州
近
郊
が
水
難
を
免
れ
、
沃
野
と
な
っ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
物
産
門
で
は
呉
地
の
土
地
柄
と
物
産
に
つ
い
て
、

　
　
呉
中
、
地
沃
に
し
て
物
彩
し
。
其
の
原
限
の
育
む
所
、
湖
海
の
出
す
所
、
琿
く
名
づ
く
る
を
得
べ
か
ら
ず
。

と
て
、
禾
・
麦
は
一
歳
再
考
、
稲
に
も
早
晩
の
二
種
が
あ
り
、
土
地
の
宜
に
従
っ
て
栽
培
す
る
と
し
、
以
下
、
さ
ま
ざ
ま
な
果
物
、
薬
草
、
花

木
、
海
苔
、
鳥
禽
、
魚
介
類
な
ど
の
物
産
に
ふ
れ
、
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朱長文『呉郡図経続記』考（稲葉）

　
　
夫
の
舟
航
の
往
来
の
若
き
、
北
は
位
署
よ
り
南
は
海
樽
に
達
す
。
衣
冠
の
翠
締
す
る
所
、
食
貨
の
叢
集
す
る
所
に
し
て
、
乃
ち
江
外
の
～
都
会
な
り
。

と
て
、
物
産
だ
け
で
な
く
、
人
物
も
舟
運
を
通
じ
て
国
中
か
ら
量
地
に
集
ま
る
と
い
う
。
そ
し
て
倉
務
門
で
は
、

　
　
垂
耳
、
在
城
の
西
に
在
り
。
北
倉
、
閥
門
の
側
に
在
り
。
皆
な
前
後
、
流
に
臨
む
。
毎
歳
、
税
を
南
に
輸
し
、
北
に
和
冠
す
。
元
豊
三
年
を
以
て
之
を
計

　
　
る
に
、
羅
す
る
所
、
無
慮
三
十
万
解
、
東
南
の
計
、
給
を
此
に
仰
ぎ
、
而
し
て
農
民
、
官
羅
に
頼
り
て
以
て
穀
価
を
平
ぐ
、
其
の
利
、
博
き
か
な
。

と
い
い
、
南
・
北
倉
は
萢
仲
滝
が
城
西
の
運
河
沿
い
に
移
し
て
以
来
、
漕
運
に
よ
り
輸
税
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
と
く
に
北
倉
は
知
州
留
意
止

と
章
姑
に
よ
り
増
設
さ
れ
、
民
の
利
便
を
図
っ
た
の
で
、
北
倉
附
近
は
和
羅
の
人
々
で
溢
れ
た
と
見
え
る
。
因
み
に
北
西
の
間
門
附
近
は
今
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
も
観
前
街
と
並
ぶ
繁
華
街
と
し
て
栄
え
て
い
る
。
ま
た
風
俗
門
で
は
、
島
地
の
人
民
の
生
活
に
つ
い
て
、

　
　
太
伯
、
天
下
を
遜
り
、
季
札
、
一
国
を
辞
す
や
、
徳
の
化
す
る
所
遠
し
。
両
漢
を
更
書
し
て
、
習
俗
清
美
な
り
。
（
…
）
本
朝
承
平
、
民
、
徳
沢
を
被
り
て

　
　
よ
り
垂
髪
の
児
も
皆
な
翰
墨
を
知
り
、
書
芸
の
老
も
気
矛
を
識
ら
ず
。
利
す
る
所
は
必
ず
興
し
、
害
す
る
所
は
必
ず
去
る
。
原
田
膜
沃
、
常
に
豊
穣
を
獲
。

　
　
沢
地
沮
灘
、
寝
く
以
て
耕
質
す
。
境
に
蝉
茸
な
く
、
里
に
黒
田
な
し
。
天
下
の
楽
土
と
謂
う
べ
し
。
其
の
民
を
顧
る
に
、
棟
宇
を
崇
く
し
慢
勝
を
豊
か
に

　
　
し
て
嫁
嬰
喪
葬
し
、
奢
厚
、
度
を
遽
ゆ
、
財
を
無
益
の
地
に
摘
て
、
産
を
不
急
の
務
に
激
す
者
多
し
と
為
す
。
惟
だ
在
位
し
民
に
長
た
る
者
、
以
て
之
を

　
　
化
す
る
の
み
。

と
い
い
、
介
護
と
季
札
以
来
の
謙
譲
と
清
美
の
習
俗
の
下
、
宋
朝
の
承
平
と
善
政
に
よ
り
人
々
が
平
安
と
豊
か
な
生
活
を
享
受
し
て
い
る
さ
ま

を
絶
賛
し
て
い
る
。
さ
ら
に
事
志
門
第
十
七
条
に
は
そ
の
物
的
拠
り
所
と
し
て
、

　
　
　
『
図
経
』
、
毎
歳
、
丁
身
銭
あ
り
と
す
。
大
中
祥
符
四
年
、
詔
し
て
両
漸
・
福
建
路
、
荊
湖
南
・
北
、
広
南
東
路
の
、
露
国
に
在
て
日
々
出
せ
し
丁
身
銭
を

　
　
以
て
並
に
特
に
除
放
せ
し
め
て
よ
り
、
凡
そ
歳
、
繕
銭
四
十
五
万
有
余
貫
を
免
ず
。
是
よ
り
蘇
民
、
今
に
至
る
ま
で
計
ロ
算
繕
の
事
な
く
、
沢
を
蒙
る
こ

　
　
と
最
も
厚
し
。

と
て
、
人
頭
税
の
免
除
を
あ
げ
て
い
る
。
『
図
経
』
に
は
野
地
の
人
民
に
は
丁
身
銭
な
る
人
頭
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
た
が
、
大
中

祥
符
四
年
以
後
、
額
受
、
す
な
わ
ち
五
代
前
政
権
以
来
、
両
翼
・
福
建
路
、
荊
湖
南
北
、
灘
南
東
路
の
南
中
国
に
課
さ
れ
て
い
た
人
頭
税
が
廃
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⑰

止
さ
れ
、
呉
地
で
も
そ
の
恩
恵
に
浴
し
て
い
る
こ
と
を
特
筆
大
書
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
図
経
隔
の
認
識
を
補
正
す
る
と
同
時
に
、
真
宗
以
下

の
宋
朝
の
善
政
を
顕
彰
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
温
暖
・
豊
饒
な
沃
土
に
水
運
の
利
便
、
平
和
と
善
政
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
重
な
り
あ
っ
て
、
か
か
る
北
宋
蘇
州
の
繁
栄
を

も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
恩
恵
に
対
す
る
感
謝
と
顕
彰
の
思
い
が
彼
を
こ
の
著
述
に
駆
り
立
て
た
と
い
え
よ
う
。
因
み

に
こ
の
時
点
に
お
け
る
蘇
州
の
戸
口
数
は
、

　
　
祥
符
よ
り
今
に
至
る
七
十
余
年
間
、
累
聖
甕
承
、
仁
沢
、
日
々
に
厚
く
、
寵
鴻
江
洋
、
何
ぞ
生
ま
れ
て
育
た
ざ
る
。
元
豊
三
年
、
有
戸
～
十
九
豊
肥
千
八

　
　
百
九
十
二
、
有
丁
三
十
七
万
九
千
四
百
八
十
七
な
り
。
鳴
呼
、
盛
ん
な
る
か
な
。
（
巻
上
、
戸
目
）

と
見
え
る
。
戸
数
は
ほ
ぼ
二
十
万
、
一
戸
五
口
と
し
て
約
百
万
人
が
居
住
し
た
ら
し
く
、
壮
丁
は
ほ
ぼ
三
十
八
万
を
数
え
た
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
朱
長
文
の
『
続
記
隔
執
筆
の
目
的
は
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
学
校
門
を
み
る
と
、

　
　
呉
郡
、
昔
、
未
だ
学
あ
ら
ざ
る
の
時
、
文
を
以
て
解
を
請
う
者
、
数
人
に
過
ぎ
ず
。
禦
豊
中
、
萢
文
正
公
、
内
閣
を
以
て
藩
を
典
り
、
庫
序
の
未
だ
立
た

　
　
ざ
る
を
歎
ず
。
我
が
先
悪
光
禄
、
再
入
を
率
い
て
学
を
建
て
ん
こ
と
を
請
う
。
文
正
公
、
朝
に
請
い
、
奏
可
せ
ら
る
。
廼
ち
南
園
の
～
隅
を
割
き
て
こ
こ

　
　
に
創
る
。

と
あ
る
。
先
君
と
は
朱
公
室
、
光
禄
と
は
光
禄
寺
卿
を
さ
す
。
こ
の
記
述
を
み
れ
ば
、
景
祐
中
（
一
〇
三
四
～
三
七
）
萢
仲
滝
が
蘇
州
知
事
と
し

て
赴
任
、
朱
点
緯
と
望
事
を
語
り
あ
っ
た
際
、
学
校
の
欠
如
の
こ
と
が
話
題
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
朱
公
緯
が
州
人
を
ひ
き
い
て

知
事
に
参
学
設
立
の
請
願
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
を
受
け
る
か
た
ち
で
萢
仲
俺
が
上
奏
し
、
裁
可
を
う
け
て
蘇
州
学
が
創
建
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

も
と
呉
越
広
陵
王
元
藻
の
南
園
の
東
南
隅
に
設
置
さ
れ
た
。
今
日
の
鵠
沼
・
蘇
州
中
学
の
地
が
そ
れ
で
あ
る
。
開
学
設
立
以
後
の
蘇
州
の
文
運

の
発
展
は
め
ざ
ま
し
く
、
進
士
及
第
者
・
文
化
人
を
磁
石
。
豊
か
な
経
済
的
背
景
も
あ
っ
て
蘇
州
学
は
総
門
の
拠
点
、
学
問
・
文
化
の
中
心
と

も
な
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
朱
長
文
が
父
の
請
願
の
こ
と
を
誇
ら
し
げ
に
書
き
込
ん
で
い
る
の
も
肯
け
る
。
彼
が
『
続
記
』
を
著
し
た
目
的
の

一
つ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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朱長文『呉郡図経続記』考（稲葉）

　
ち
な
み
に
地
記
た
る
『
続
記
』
の
土
地
案
内
に
属
す
る
叙
述
で
は
、
山
門
第
五
条
に
、

　
　
得
山
、
呉
県
の
西
四
十
里
に
あ
り
。
『
簑
宇
記
臨
に
云
う
、
呉
王
、
（
伍
）
子
青
を
殺
し
、
之
を
江
に
投
ず
。
呉
人
、
祠
を
江
の
上
に
立
て
、
因
て
膏
山
と

　
　
名
づ
く
。
脳
善
長
の
魍
心
経
魎
に
云
う
、
胃
山
の
上
に
今
、
壇
あ
り
、
と
。
長
老
云
う
、
管
下
の
治
す
る
所
な
り
、
と
。
下
に
九
折
の
路
あ
り
、
南
は
太

　
　
湖
に
出
ず
。
闊
關
、
造
り
て
以
て
姑
息
の
台
に
游
び
、
太
湖
を
望
む
。
或
い
は
糞
婆
山
と
日
う
。
～
名
を
嵐
山
と
す
。

と
あ
り
、
小
さ
な
山
の
説
明
に
も
関
連
の
記
事
や
伝
承
を
多
数
引
用
し
て
読
者
の
関
心
を
高
め
よ
う
と
し
、
寺
院
門
第
十
八
条
で
は
、

　
　
普
明
春
院
、
呉
県
の
西
十
里
楓
橋
に
在
り
。
掛
橋
の
名
遠
し
。
杜
牧
の
詩
、
嘗
て
之
に
及
ぶ
。
張
継
に
晩
泊
の
一
廻
あ
り
。
勲
賞
祐
、
嘗
て
此
こ
に
塔
を

　
　
建
つ
。
近
く
は
長
老
僧
慶
来
住
持
す
る
こ
と
、
凡
そ
四
五
十
年
、
修
飾
完
備
す
。
山
に
面
し
水
に
臨
み
、
以
て
遊
息
す
べ
し
。
旧
と
或
は
誤
て
封
橋
と
為

　
　
す
。
今
、
丞
相
王
郁
公
、
頃
ろ
呉
門
に
居
り
、
親
ら
張
継
の
一
絶
を
石
に
面
す
。
而
し
て
楓
の
字
、
遂
に
正
し
。

と
て
、
楓
橋
の
傍
ら
の
普
明
禅
院
、
い
わ
ゆ
る
寒
山
寺
に
つ
い
て
、
杜
牧
や
張
継
の
詩
を
紹
介
し
た
り
、
簡
単
な
寺
院
の
来
歴
に
ふ
れ
た
り
、

楓
字
の
考
証
を
加
え
て
お
り
、
寺
院
の
説
明
に
も
詩
歌
な
ど
人
文
記
事
を
付
加
し
て
歴
史
・
文
学
的
認
識
を
深
め
る
工
夫
を
凝
ら
し
て
お
り
、

『
続
記
』
の
叙
述
の
特
色
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
「
呉
落
馬
経
続
記
序
」
で
注
目
す
べ
き
は
末
尾
の
「
其
の
古
今
の
文
章
は
、
別
に
『
呉
門
総
集
』
を
為
る
と
云
う
」
な
る
一
条
で
あ
る
。

婁
知
止
の
要
請
も
あ
っ
て
収
集
し
た
呉
地
の
古
今
の
文
章
の
原
文
を
『
続
記
』
と
は
別
に
付
属
資
料
集
『
呉
門
総
集
』
と
し
て
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
園
第
門
の
萢
文
正
公
義
宅
の
条
下
に
「
文
正
公
の
詩
、
『
総
集
』
に
見
ゆ
」
と
注
す
る
の
を
は
じ
め
、
各
所
に
散
見
す
る
『
総
集
諭

の
注
記
は
こ
の
『
呉
門
渡
集
』
を
指
す
。
叙
述
の
「
事
豊
文
簡
」
を
期
す
上
で
、
本
文
か
ら
外
さ
れ
た
資
料
の
原
文
を
こ
こ
に
収
録
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
墓
誌
銘
」
に
は
、

　
　
呉
郡
図
経
に
続
記
あ
り
、
作
詩
雅
馴
に
し
て
古
風
を
得
、
及
び
古
今
の
章
句
を
類
し
て
三
門
総
集
を
為
り
、
以
て
史
官
の
采
録
に
備
う
。

と
あ
り
、
後
代
の
歴
史
編
修
に
備
え
資
料
集
『
呉
門
総
集
』
を
別
途
編
修
し
た
こ
と
に
編
著
し
て
い
る
。
後
代
の
『
江
南
通
志
』
や
『
湖
広
通

志
』
に
は
『
三
呉
文
献
録
』
や
『
三
楚
文
献
録
』
な
る
資
料
集
が
附
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
呉
中
の
古
今
の
文
章
を
ま
と
め
た
『
直
門
総
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集
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
そ
は
こ
の
資
料
集
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

①
婁
知
止
は
元
豊
元
年
よ
り
満
三
年
在
任
、
四
年
細
口
。
そ
の
後
章
帖
特
任
。
陳

　
豊
平
「
朱
長
文
散
考
三
則
」
（
前
掲
）
参
照
。

②
欄
万
感
隔
巻
四
四
四
朱
長
文
伝
に
は
「
聖
人
化
其
賢
。
長
吏
至
、
莫
不
先
造
請
、

　
謀
政
所
急
、
士
大
夫
過
者
以
不
行
楽
評
説
恥
、
名
動
京
師
」
と
見
え
る
。

③
周
佳
「
宋
版
知
州
知
府
警
当
地
図
経
、
方
志
纂
述
」
（
噸
中
国
歴
史
地
理
論
叢
輪

　
二
四
巻
三
輯
、
二
〇
〇
九
年
）
。

④
噸
漢
書
』
巻
工
八
下
地
理
志
下
の
、
劉
向
の
意
を
承
け
て
朱
職
が
著
し
た
風
俗

　
報
告
を
参
照
。

⑤
牟
発
松
「
《
望
地
記
》
考
」
（
噸
文
史
徳
二
〇
〇
八
年
一
期
）
は
「
呉
郡
図
経
続

　
記
」
「
呉
郡
志
」
な
ど
は
蹄
代
に
蘇
州
に
改
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧
地

　
蝦
固
郡
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑥
倉
黙
想
「
従
《
呉
越
春
秋
無
漏
瀧
考
》
看
《
呉
越
春
秋
》
的
版
本
、
体
裁
、
内

　
容
和
価
値
」
（
『
史
家
史
籍
史
学
駈
山
東
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
許
殿
才

　
「
《
呉
越
春
秋
》
略
説
偏
（
㎎
史
学
史
研
究
撫
二
〇
〇
七
年
一
期
）
。

⑦
黄
葦
「
関
干
越
絶
書
」
（
『
方
志
論
集
聴
前
掲
〉
、
倉
修
良
「
《
越
事
書
》
是
一
部

　
地
方
志
」
・
「
衰
康
、
呉
平
是
歴
史
人
物
鳴
？
1
論
《
越
絶
書
》
的
作
者

　
i
」
・
「
《
越
絶
晋
》
散
論
扁
（
噸
史
家
史
籍
史
学
駈
前
掲
）
、
二
歩
嘉
饗
越
絶
書
》

　
研
究
㎞
（
上
海
古
写
幽
版
祉
、
二
〇
〇
三
年
）
。

⑧
『
階
書
葱
巻
二
八
経
籍
志
、
『
新
訳
雪
輪
巻
四
八
芸
文
志
地
理
類
お
よ
び
張
国
漉

　
欄
中
國
古
方
志
考
㎞
（
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
）
。
前
掲
の
牟
発
松
「
《
呉
地
記
》

　
妻
田
に
は
漢
・
六
朝
・
唐
期
の
置
画
地
記
㎞
に
関
す
る
詳
細
な
考
察
が
あ
る
。

⑨
　
羅
処
約
に
つ
い
て
は
『
宋
史
㎞
四
四
〇
列
伝
文
苑
二
羅
処
約
お
よ
び
買
洪
武
）

　
蘇
州
哀
楽
臨
懸
鯛
約
伝
が
あ
る
が
、
と
も
に
置
ハ
郡
図
経
騙
の
編
修
の
時
期
を
明

　
ら
か
に
し
な
い
。
『
続
記
』
事
志
第
十
八
条
に
は
「
謝
賓
客
濤
、
字
済
之
、
既
冠
、

　
居
釜
中
。
会
沿
晋
平
、
郡
国
当
表
賀
、
（
…
）
故
王
黄
州
（
禺
僻
）
・
羅
拾
遺
処
約

　
並
登
簿
欝
屈
県
長
、
謝
公
与
之
游
」
と
見
え
る
か
ら
、
羅
背
約
は
太
宗
の
山
西
併

　
合
時
、
す
な
わ
ち
二
十
代
初
め
に
呉
県
令
（
そ
の
後
、
著
作
佐
郎
直
史
館
）
を
勤

　
め
て
お
り
、
楽
史
が
欄
簑
宇
記
㎞
撰
述
に
着
手
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
図
経

　
に
関
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
宋
朝
の
図
経
編
造
は
開
宝
四
年
、
太
平

　
興
国
八
年
、
淳
化
四
年
に
企
て
ら
れ
て
い
る
が
、
羅
割
判
は
淳
化
三
（
九
九
二
）

　
年
に
没
し
て
い
る
（
享
年
三
十
三
）
か
ら
、
太
平
興
国
八
年
の
編
造
の
際
に
編
纂

　
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
無
謀
毅
「
宋
代
方
志
輪
宝
」
（
『
文
献
蝕
一
九
八
六
年
四

　
期
）
参
照
。

⑩
㎎
二
段
㎞
文
苑
伝
導
処
約
に
は
彼
の
作
品
に
つ
い
て
「
雛
讃
詞
叢
生
急
於
進
用
、

　
時
論
亦
以
此
薄
之
」
と
あ
り
、
そ
の
特
徴
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。

⑪
こ
の
部
分
の
「
呉
郡
図
経
続
記
序
扁
原
文
は
「
方
聖
上
容
謹
神
懸
、
声
教
光
被
、

　
海
隅
出
日
、
岡
不
率
傳
広
地
開
境
、
増
為
郡
県
。
償
或
申
命
方
恩
讐
蜂
鳥
籍
、
則

　
此
書
庶
幾
有
取
也
。
事
有
欠
略
、
猶
緊
緊
補
」
で
あ
る
。

⑫
青
山
定
雄
「
喰
代
の
総
誌
扁
注
（
4
0
）
（
前
掲
）
、
秋
山
元
秀
「
中
国
方
志
論
序

　
説
1
…
呉
の
方
志
を
通
じ
て
－
扁
（
前
掲
）
。

⑬
江
蘇
古
籍
出
版
社
『
点
眼
図
経
流
記
』
本
で
は
一
・
二
・
八
・
一
六
・
一
七
・

　
一
八
・
二
八
・
三
〇
（
2
）
・
三
七
・
四
二
・
四
六
・
細
入
（
2
）
・
五
七
・
五

　
九
・
六
五
（
2
）
・
七
八
・
八
五
頁
の
計
二
十
箇
所
で
あ
る
。
（
2
）
は
同
じ
頁
に

　
二
度
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
「
銀
経
扁
と
す
る
も
の
は
四
〇
・
六

　
九
の
二
箇
所
を
数
え
る
。

⑭
欝
簑
宇
記
騙
に
つ
い
て
は
同
上
審
、
四
丁
四
二
・
五
八
・
六
六
頁
の
計
四
箇

　
所
で
あ
る

⑮
　
『
続
記
』
巻
上
、
牧
守
門
に
は
章
帖
に
関
し
て
「
今
朝
議
大
夫
章
公
（
皓
）
、
懲

　
将
漕
二
漸
、
有
威
名
。
及
既
下
車
、
筋
治
衆
職
、
錐
小
必
察
。
始
至
、
会
暴
風
、

　
湖
海
之
瀕
、
民
或
漂
溺
。
公
遣
吏
巡
視
賑
給
、
講
鷹
田
租
、
人
溜
失
所
。
鋤
治
姦

22　（646）



　
吏
、
縄
遇
浮
蕩
、
撃
沮
豪
右
、
莫
無
畏
備
、
翠
黛
流
聞
。
（
…
）
自
国
朝
以
来
、

　
惟
公
再
任
、
邦
人
美
之
。
時
議
欲
張
修
郡
城
、
増
溶
運
河
、
公
務
愛
民
力
、
請
罷

　
其
役
、
民
甚
徳
之
」
と
見
え
る
。

⑯
　
加
藤
繁
門
蘇
州
今
昔
」
（
前
掲
）
、
何
峰
「
蘇
州
閻
西
地
区
城
市
景
観
的
形
成
与

　
発
展
」
（
『
中
国
歴
史
地
理
論
叢
』
二
五
巻
一
等
、
二
〇
一
〇
年
）
。

⑰
柳
田
節
子
「
宋
代
の
丁
税
」
（
『
東
洋
史
研
究
島
二
〇
巻
二
暑
、
一
九
六
一
年
）

　
は
呉
越
政
権
で
は
丁
身
銭
は
四
・
五
等
戸
な
ど
貧
民
下
戸
に
課
さ
れ
て
い
た
と
す

　
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
に
広
汎
な
人
々
が
翻
免
の
恩
典
を
う
け
た
こ
と
に
な
る
。

⑱
　
州
学
の
立
地
に
関
し
て
は
「
諸
学
十
題
」
（
噸
楽
書
余
藁
㎏
巻
二
）
に
「
蘇
学
、

　
故
南
園
之
地
。
南
園
者
銭
元
藻
之
所
作
也
。
銭
侯
好
治
園
林
、
築
山
凌
池
、
植
異

　
花
木
、
充
其
中
。
未
久
、
帰
子
国
朝
、
百
年
昇
平
之
問
、
万
物
茂
遂
、
得
檀
其
生
。

　
蕨
再
割
南
山
之
巽
隅
以
為
学
舎
。
巡
趾
余
韻
、
迄
今
有
存
者
」
と
見
え
る
。

⑲
盛
徳
門
（
主
編
）
圃
蘇
州
中
学
校
史
』
蘇
州
大
学
患
版
社
、
一
九
九
九
年
、
二

　
～
四
頁
。

⑳
『
続
記
』
巻
上
、
学
校
門
に
は
「
自
撰
定
先
鼻
翼
之
（
胡
瑳
）
首
居
於
此
、
而

　
博
治
有
道
之
士
、
二
王
会
之
逢
・
張
四
民
鶉
・
張
公
達
国
玉
之
傳
、
継
処
其
任
、

　
学
者
甚
衆
、
登
科
者
不
絶
。
有
若
縢
正
議
元
素
・
銭
翰
林
醇
老
諸
公
、
梢
梢
以

　
出
」
と
見
え
る
。

⑳
　
拙
稿
「
章
学
誠
の
史
料
良
し
（
噸
申
国
史
学
史
の
研
究
㎞
前
掲
）
、
桂
始
馨
「
宋

　
代
方
志
転
型
問
題
再
論
」
（
『
中
国
歴
史
地
理
論
叢
㎞
二
七
巻
三
囲
、
二
〇
【
二

　
年
）
。

お
わ
り
に

『
呉
郡
図
経
続
記
』
と
『
呉
郡
志
』

と

朱長文『呉郡図経続記』考（稲葉）

　
朱
長
文
が
没
し
て
三
十
年
、
建
即
製
（
＝
三
〇
）
年
二
月
、
蘇
州
は
過
去
二
千
年
の
長
い
歴
史
の
中
で
も
嘗
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
惨

禍
を
こ
う
む
っ
た
。
悪
顔
宗
弼
（
兀
乖
）
の
率
い
る
金
軍
の
侵
入
に
よ
り
城
内
は
破
壊
・
略
奪
し
つ
く
さ
れ
、
力
仕
事
の
で
き
る
三
審
な
男
性

と
纏
足
し
た
若
い
女
性
は
捕
虜
・
歯
獲
と
し
て
拉
致
連
行
、
病
人
の
女
性
二
万
は
南
北
二
塞
に
収
容
、
そ
れ
ら
以
外
の
す
べ
て
の
城
島
は
老
若

男
女
を
問
わ
ず
惨
殺
さ
れ
、
街
は
焼
き
つ
く
さ
れ
た
。
運
河
に
放
り
込
ま
れ
た
死
体
が
十
九
万
六
千
、
城
内
の
そ
れ
が
二
十
三
万
七
千
に
の
ぼ

　
　
　
　
　
①

つ
た
と
い
う
。
虞
図
南
『
沼
呉
篇
』
は
蘇
州
を
こ
の
よ
う
な
状
態
に
陥
れ
た
当
時
の
准
漸
宣
撫
使
周
望
お
よ
び
守
備
隊
の
卑
劣
・
浅
ま
し
さ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

金
野
の
暴
虐
・
残
酷
無
比
と
を
告
発
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
蘇
州
は
文
字
通
り
死
の
街
と
化
し
、
民
事
も
文
化
財
も
殆
ど
一
切
が
無
に
帰

　
　
　
　
　
　
③

し
た
の
で
あ
る
。

　
災
害
弾
力
性
に
富
む
蘇
州
は
、
間
も
な
く
不
死
鳥
の
よ
う
に
復
興
、
以
前
に
も
ま
さ
る
繁
栄
を
享
受
し
文
化
を
再
生
産
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
一
旦
、
か
か
る
地
獄
の
惨
劇
を
経
験
し
た
後
の
蘇
州
の
風
気
や
文
化
の
伝
統
に
は
大
き
な
変
化
が
生
ま
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
地
方

23 （647）



志
の
編
纂
に
関
し
て
も
顕
著
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。

　
一
体
、
老
鴬
か
ら
南
宋
に
か
け
て
地
方
志
の
在
り
方
に
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
す
で
に
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
漢
唐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

以
来
、
地
謡
の
主
流
を
占
め
た
図
経
は
北
宋
を
境
に
衰
え
、
南
朱
で
は
方
志
に
そ
の
座
を
ゆ
ず
る
と
さ
れ
る
。
北
宋
で
は
九
六
種
を
数
え
た
図

書
は
南
宋
で
は
三
一
種
に
減
少
し
、
方
志
は
一
一
四
種
か
ら
二
四
八
種
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
例
え
ば
『
淳
信
望
州
図
経
』
が
『
鑑
定

厳
州
続
志
』
に
、
『
乾
道
四
明
聖
経
』
が
『
宝
鑑
四
明
志
』
に
名
称
を
変
更
し
た
こ
と
と
も
深
い
か
か
わ
り
が
あ
り
、
図
経
か
ら
方
志
へ
の
名

称
の
変
更
は
叙
述
内
容
の
改
変
に
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
『
召
命
四
明
図
経
』
で
は
県
別
に
橋
梁
・
祠
廟
・
山
水
・
人
物
・

古
跡
な
ど
を
記
述
し
て
い
た
の
に
対
し
『
宝
慶
四
明
志
』
で
は
叙
郡
・
叙
山
・
叙
賦
・
叙
兵
・
叙
人
・
叙
祠
・
送
礼
が
項
目
と
な
り
、
巻
末
に

芯
無
十
巻
が
移
さ
れ
る
が
、
噸
開
慶
四
明
続
志
輪
に
な
る
と
県
は
一
切
の
項
目
か
ら
消
滅
す
る
。
こ
の
よ
う
な
県
評
の
改
廃
の
過
程
に
照
ら
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ば
、
図
経
か
ら
方
志
へ
の
転
換
は
沼
目
仕
立
て
か
ら
門
目
仕
立
て
へ
の
変
化
に
示
さ
れ
る
。
図
経
か
ら
方
志
へ
の
転
換
が
右
目
仕
立
て
か
ら
門

目
仕
立
て
へ
の
転
換
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
続
記
隠
に
お
け
る
門
目
仕
立
て
の
採
用
は
朱
長
文
の
創
新
で
あ
り
、
北
宋
後
半
の
時
点
に
お
い
て

一
般
の
諸
下
郡
に
先
駆
け
て
方
志
化
へ
の
道
筋
を
つ
け
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る
。
『
続
記
』
は
『
図
経
』
の
呉
・
長
洲
・
箆
山
・
常
器
な
ど
の

属
県
の
記
事
を
補
足
す
る
か
た
ち
で
各
門
の
記
事
を
構
成
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
県
名
を
略
し
呉
郡
の
名
の
下
に
門
目
別
に
記
述
し
た
こ
と

が
、
門
目
別
の
記
事
の
充
実
の
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
『
続
記
』
は
牧
守
門
で
は
章
姑
の
知
州
と
し
て
の
事
績
を
的
確
に
叙
述
し
て

彼
の
人
物
像
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
が
、
人
物
門
で
は
漢
の
嚴
助
・
朱
買
臣
に
ふ
れ
た
後
は
「
東
漢
よ
り
唐
に
至
る
ま
で
代
々
賢
哲
あ
る
も

『
図
経
』
に
具
わ
る
」
と
て
東
下
以
後
の
叙
述
は
簡
略
を
極
め
る
。
伝
記
資
料
は
あ
る
い
は
『
呉
門
総
集
』
の
題
名
の
下
に
集
め
ら
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
⑥

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
『
続
記
』
で
は
粗
略
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
五
爵
志
』
の
人
物
門
は
面
目
を
一
新
し
て
い
る
。

　
南
宋
方
志
に
お
け
る
人
物
伝
の
比
重
の
増
加
は
共
通
し
た
傾
向
だ
が
、
萢
成
大
『
呉
郡
階
隠
の
そ
れ
は
他
を
抜
き
ん
で
て
い
る
。
『
呉
郡
志
』

に
は
巻
十
・
十
　
・
十
二
に
牧
守
・
題
名
・
官
吏
、
巻
二
十
～
二
十
七
に
人
物
、
巻
四
十
二
に
浮
屠
、
四
十
三
に
早
技
と
そ
れ
ぞ
れ
題
し
て
人

物
伝
を
ま
と
め
て
い
る
。
外
に
も
巻
四
十
四
の
奇
事
、
巻
四
十
五
・
四
十
六
・
四
十
七
の
異
聞
を
併
せ
れ
ば
、
全
五
十
巻
の
紙
幅
の
ほ
ぼ
三
分
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朱長文『丸明國経内記』考（稲葉）

の
～
を
伝
記
・
人
文
記
事
に
当
て
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
人
物
門
を
一
瞥
す
れ
ば
、
春
秋
、
三
号
の
子
、
呉
公
子
慶
忌
に
は
じ
ま
り
、
季
札
、

子
游
ら
に
ふ
れ
、
漢
か
ら
南
朝
期
の
多
数
の
人
物
像
、
唐
以
後
で
は
追
懐
・
陸
希
声
・
丁
謂
・
萢
仲
滝
・
萢
純
仁
・
葉
清
臣
・
徐
林
（
経
世

家
）
・
陸
徳
明
・
盤
質
（
淳
）
・
王
藻
（
経
学
者
）
・
沈
既
済
・
沈
伝
師
・
陸
亀
蒙
（
歴
史
家
）
ら
の
多
彩
な
呉
郡
ゆ
か
り
の
群
像
に
出
会
う
。
『
呉

郡
志
』
の
人
物
伝
の
充
実
は
も
は
や
地
誌
の
域
を
こ
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
方
志
に
お
け
る
人
物
伝
の
比
重
の
増
加
は
書
誌
学
上
で

も
方
志
の
地
位
を
高
め
、
や
が
て
周
躍
層
の
紀
伝
体
方
志
『
即
自
建
康
志
』
が
出
現
す
る
に
及
ん
で
歴
史
叙
述
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
。
そ
し
て
歴
史
叙
述
化
し
た
方
志
は
国
史
編
纂
に
伝
記
史
料
を
提
供
す
る
ま
で
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
『
呉
郡
志
』
に
お
け
る
人
物
伝
の
突
出
は
萢
成
大
個
人
の
志
向
の
所
産
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
金
軍
の

侵
略
と
い
う
厳
然
た
る
歴
史
的
事
実
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
北
宋
で
は
東
北
部
、
燕
雲
十
六
州
を
遼
に
、
西
北
部
を
西
夏
に
侵
略
領

有
さ
れ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
中
原
を
侵
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
南
宋
で
は
中
原
は
お
ろ
か
、
宙
水
流
域
・
江
南
ま
で
も
侵
略
に
さ
ら

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
狭
難
は
漢
民
族
の
存
在
す
ら
も
脅
か
し
、
民
族
の
未
来
に
向
け
て
気
概
と
反
省
を
呼
び
起
こ
さ
ず
に
は
い
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

つ
た
か
ら
で
あ
る
。
改
め
て
先
人
の
事
業
に
想
い
を
致
し
、
そ
れ
を
後
世
に
語
り
継
ぐ
こ
と
で
再
興
の
糧
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
人
物
伝
・
人

文
現
象
の
記
述
が
重
視
さ
れ
、
方
志
へ
の
登
載
と
な
っ
た
の
は
そ
れ
だ
け
南
世
人
に
歴
史
主
義
的
意
識
が
高
ま
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
そ

の
意
味
で
も
呉
郡
に
お
け
る
地
記
・
図
経
か
ら
方
志
へ
の
転
換
は
襟
代
方
志
の
歴
史
的
変
化
の
典
型
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

①
礪
波
護
「
唐
宋
時
代
に
お
け
る
蘇
州
」
（
前
掲
）
、
馬
出
里
門
呉
・
蘇
州
・
蘇
州

　
城
」
（
『
中
国
歴
史
地
理
論
叢
㎞
　
一
九
九
二
年
四
期
）
。

②
（
元
）
徐
大
占
『
燈
余
録
抽
甲
乙
編
（
所
引
）
（
清
・
謝
家
福
輯
糊
望
炊
楼
叢

　
書
㎞
所
収
）
。

③
還
西
郡
志
隔
巻
藁
筥
宇
に
は
「
呉
都
佳
麗
、
自
昔
所
聞
。
建
炎
兵
燈
、
所
存
惟

　
覚
報
小
寺
及
子
城
邑
天
王
祠
」
と
見
え
る
。
覚
報
寺
は
偶
々
、
兀
乖
の
営
幕
の
傍

　
ら
に
あ
り
、
天
王
堂
は
子
城
の
西
北
隔
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
難
を
免
れ
た
と
い
う

　
（
巻
＝
一
綱
廟
・
巻
三
一
府
二
五
〉
。

④
黄
葦
「
論
宋
元
地
方
樹
影
」
（
『
方
志
論
集
臨
漸
江
人
民
出
版
社
、
一
九
八
三

　
年
）
、
倉
修
良
「
方
志
発
展
的
三
段
階
」
（
『
方
志
学
逓
論
撫
方
志
出
版
社
、
一
．
一
〇

　
〇
三
年
、
第
二
章
二
五
六
頁
）
。
揚
洋
「
宋
代
方
志
的
可
変
与
発
展
－
従
朱
長
文

　
的
「
呉
郡
図
経
続
記
」
暴
評
成
大
「
呉
郡
志
」
嚇
（
馴
徳
宏
師
範
高
等
科
学
校
学
報
徳
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二
〇
＝
年
三
期
）
は
主
と
し
て
書
誌
学
的
側
諏
か
ら
図
経
か
ら
方
志
へ
の
趨
勢

　
を
数
字
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
。

⑤
画
趣
来
「
呉
郡
図
経
続
記
考
述
」
（
前
掲
）
は
朱
長
文
の
門
園
仕
立
て
の
採
用

　
を
『
図
経
』
の
旧
を
襲
っ
た
も
の
と
す
る
が
、
誤
解
で
あ
る
。

⑥
秋
山
元
秀
「
中
国
方
志
論
序
説
」
（
前
掲
）
は
人
物
の
題
名
を
ふ
く
め
て
『
呉

　
門
総
集
幅
に
編
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

⑦
倉
修
良
門
方
志
発
展
的
三
段
階
」
（
前
掲
、
二
八
○
頁
）
。

⑧
拙
稿
「
裳
櫓
と
『
延
祐
四
明
志
鷺
（
『
中
国
史
学
史
の
研
究
』
前
掲
、
六
〇
六

　
頁
）
。

⑨
呉
郡
志
序
に
「
呉
振
回
閲
聞
以
覇
、
更
千
数
百
年
、
号
二
審
数
易
、
常
為
東
南

　
大
都
会
。
当
申
興
、
其
地
謡
漢
扶
・
薦
、
人
物
翻
案
、
井
賦
蕃
溢
、
属
下
至
与
杭

　
等
、
蓋
益
盛
突
。
而
旧
図
経
蕪
漫
失
考
、
朱
公
長
文
難
重
作
、
亦
略
、
是
堂
非
大

　
欠
者
。
何
幸
此
筆
属
（
萢
）
公
、
条
章
漿
然
、
成
一
郡
鉋
典
、
辞
与
自
称
　
」
と

　
見
え
、
そ
の
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
関
西
学
院
大
学
名
誉
教
授
）
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On　the照勿観tuj’ing　xnji呉郡図経続記of　Zhu　Changwen朱長文

by

INABA　lchiro

　　　In　the　early　stage　of　the　Northern　Song　Dynasty　ma町books　were

collected　in　the　spirit　of　the　bibliophilism　of　Taizu太祖．　Following　that

trend，　in　the　age　of　Taizong太宗voluminous　books　of　similar　kinds　were

successively　compiled：　The　large－sca｝e　compilatioR　of　works　on　topography

has　been　regarded　as　a　part　of　the　movement．　Soon　after　his　enthronement，

Taizu　ordered　the　coordination　of　topographical　information　of　every

province　in　topography　books　in　association　with　maps．　After　ascendjng　the

throne，　Taizu　soon　sought　to　compile　the　1’ienxiα吻勿g天下図経and

coordinate　topographical　information　of　each　province　that　had　come　under

his　controL　ln　the　Taizong　period　when　the　whole　country　was　unified，　this

project　was　implemented　in　the　TaiPing　huanyul’i太平一宇記of　Yue　Shi楽

史，and　during　the　Zhenzong真宗per圭od，　it　was　arranged　into　the

I）a2hongxiangyu　ghu2houter］’ing大中祥符諸州図経by　Li　Zonge李宗誇and

others．　The　Dazhongxiangyfzt　2huzhoutwfing　has　been　scattered　and　lost，　but

the　Dazhongxiangnu　zhuzhoutttding　contained　the　six　fascicles　of　the

SuzltoutWfi」．lg蘇州図経on　which　the陥ゴ纏tuj●ing　xWfi呉郡図経続記of　Zhu

Changwen朱長文was　based．
　　The　author　Zhu　Changwen　lived　from　the　reign　of　Renzong仁宗to　that　of

Zhezong同宗during　Northern　Song　Dynasty．　After　the　death　of　his　father，

he　settled　down　in　Suzhou　for　16　years　where　he　studied　and　wrote　many

works．　He　compiled　the　Wwfun　tul’ing　xu］’i　at　the　request　of　the　prefectural

governor　of　Suzhou，　Yan　Zhizhi　e知止，　while　he　was　living　in　seclusion　in

his　hometown　after　he　had　passed　the伽3痂進士exaln，　but　was　without　a

government　post．　That　work　was　finally　submitted　to　Zhang－hu章蜻，　the

successor　of　Yan　ZhizhL　Based　on　the　reference　bool〈s　in　the　Zhu　famiiy

library　and　his　collection　of　old　records，　the陶．観tWfing　xuj’i　was　compi圭ed

to　supersede　or　supp｝ement　the　Suzhou　tuj’ing，　included　in　the　national

topography　Dazhongxiangtu　zhuzhoatuj●ing　during　the　Dazhongxiangfu大申

祥符period．　This　book　tersely　and　precisely　describes　the　flourishing　state

of　Suzhou　dur；ng　the　prosperous　age　of　the　Nor£hern　Song，　correcting　the
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descriptlon　in　his　previous　works．　The　Wujun　zhi呉一志of　Fan　Chengda萢

成大，compiled　during　the　Southern　Song　period，　was　developed　from　but

reorganized　the　contents　that　Zhu　Changwen　had　arranged　in　the　PVbljun

tzijing　xwfi　Thjs　work　has　been　regarded　as　a　turnjng　point　in　the　form　of

historical　literature　from　diji地記（guide　books）to　dOpangzhi地方志（local

histories）．　Moreover，　the　Wumen　zongj’i呉門総集that　he　edited　as　a　separate

volume　of　the　Wuj’un　zhi　became　a　pioneering　work　in　document　collection

for　the　dt：fangzhi．　The　preseRt　study　discusses　the　historical　role　of　the

VVujun　tul’ing　xuii　in　the　process　of　the　development　of　dzlfangzhi．

The　lnstallation　Route　of　Official　Court　Rank　of　Priest　at　Kitano

　　　　　　　　　　　　　　　Shrine　in　the　Early　Modern　Ages

by

ISHIZU　Hiroyuki

　　This　article　considers　the　issue　of　the　route　to　appointment　of　Buddhist

Inonks　in　the　early　modern　perlod　to　3δげ僧位and∫σ々侃僧官，　the

government　ranks　and　offices　awarded　to　rnoRks．　As　regards　this　path　of

appointment　to　so－i　and　so－kan　in　the　early　modern　period　there　were　two

types：one　that　was　managed　by　the　monzeki門跡（temp｝es　headed　by

members　of　the　imperial　family）　and　another　by　temple　recommendation　via

theガ勿勧sδ寺院伝奏，　who　was　a　member　of　the　kuge公家（court　nobility）．

In　regard　to　the　former，　previous　scho｝arship　has　left　a　number　of　issues

unaddressed．　Specifically，　1）　insufficient　attentioR　kas　been　paid　to　the

movements　of　the　three　parties　iRvolved：　the　nominee　（the　monk　to　receive

investiture），　the　monzehi，　and　imperial　court　that　demonstrate　the　reality　of

the　path　to　appointment　and　2）　the　possibility　has　not　been　considered　that

another　path　to　appointment　may　have　existed　but　was　not　recorded　iR　the

primary　sources　ttsed　in　the　analysis　in　previous　scholarship．

　　Thus，　in　this　article　1　use　source　material　on　the　route　to　appointment　at

Kitano－sha，　a　shrine　managed　by　Manshu－in　（a　mon2eki　temple　affiliated　with

the　Tendai　school）　with　the　goal　of　overcoming　the　two　problems　stated

above．　The　focus　of　the　analysis　is　placed　not　on　Manshu－in，　but　instead　on

Kitano－sha　and　considers　the　character　of　the　entire　path　to　iRvestiture　at

（　727　）


